
 
 

次
の
よ
う
に
改
正
等
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
該
当
箇
所
に
つ
い
て
ご
修
正
く
だ
さ
い
。 

（
改
正
箇
所
等
は
、
傍
線
等
で
示
し
ま
し
た
。
） 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
規
集 

（
令
和
二
年
一
月
六
日 

第
十
九
次
改
訂
版
） 

   

〇〇
高高
圧圧
ガガ
スス
保保
安安
法法
関関
係係
手手
数数
料料
令令
…
…
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

改
正 

 
令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

政
令
第
百
八
十
三
号 

改
正 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
八
日 

政
令
第
百
八
十
八
号 

 

〇〇
地地
方方
公公
共共
団団
体体
のの
手手
数数
料料
のの
標標
準準
にに
関関
すす
るる
政政
令令
…
…
〇 

改
正 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
八
日 

政
令
第
百
八
十
八
号 

 

○
一一
般般
高高
圧圧
ガガ
スス
保保
安安
規規
則則
…
…
〇 

改
正 

 

令
和
元
年
十
一
月
十
二
日 
省
令
第
四
十
一
号 

改
正 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

省
令
第
五
十
四
号 

改
正 

 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

省
令
第
十
二
号 

改
正 

 

令
和
二
年
三
月
十
七
日 

省
令
第
十
五
号 

改
正 

 

令
和
二
年
四
月
十
日 

省
令
第
三
十
七
号 

改
正 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

省
令
第
六
十
号 

改
正 

 

令
和
二
年
八
月
六
日 

省
令
第
六
十
六
号 

 

追 
補 

1

2

3



 
 

○○
液液
化化
石石
油油
ガガ
スス
保保
安安
規規
則則
…
…
〇 

改
正 

令
和
二
年
三
月
十
七
日 

省
令
第
十
五
号 

改
正 

令
和
二
年
四
月
十
日 

省
令
第
三
十
七
号 

改
正 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

省
令
第
六
十
号 

 

○○
ココ
ンン
ビビ
ナナ
ーー
トト
等等
保保
安安
規規
則則
…
…
〇 

改
正 

 
令
和
元
年
十
一
月
十
二
日 

省
令
第
四
十
一
号 

改
正 

 
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

省
令
第
十
二
号 

改
正 

 

令
和
二
年
三
月
十
七
日 

省
令
第
十
五
号 

改
正 

 

令
和
二
年
四
月
十
日 

省
令
第
三
十
七
号 

改
正 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

省
令
第
六
十
号 

 

○○
特特
定定
設設
備備
検検
査査
規規
則則
…
…
〇 

改
正 

 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 
省
令
第
十
二
号 

 

○○
冷冷
凍凍
保保
安安
規規
則則
…
…
〇 

改
正 

 

令
和
二
年
四
月
十
日 

省
令
第
三
十
七
号 

改
正 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

省
令
第
六
十
号 

  

○○
容容
器器
保保
安安
規規
則則
…
…
〇  

改
正 

 

令
和
元
年
十
一
月
十
二
日 

省
令
第
四
十
一
号 

改
正 

 

令
和
二
年
四
月
十
日 

省
令
第
三
十
七
号 

26
34

43

4451



 
 

○○
国国
際際
相相
互互
承承
認認
にに
係係
るる
容容
器器
保保
安安
規規
則則
…
…
〇 

改
正 

 

令
和
元
年
十
一
月
十
二
日 

省
令
第
四
十
一
号 

改
正 

 

令
和
二
年
三
月
四
日 

省
令
第
十
三
号 

改
正 

 

令
和
二
年
四
月
十
日 

省
令
第
三
十
七
号 

 

○○
高高
圧圧
ガガ
スス
保保
安安
法法
にに
基基
づづ
くく
高高
圧圧
ガガ
スス
製製
造造
保保
安安
責責
任任
者者
試試
験験
等等
にに
関関
すす
るる
規規
則則
…
…
〇 

改
正 

 
令
和
二
年
六
月
二
六
日 

省
令
第
六
十
号 

 

○○
高高
圧圧
ガガ
スス
保保
安安
法法
にに
基基
づづ
くく
指指
定定
試試
験験
機機
関関
等等
にに
関関
すす
るる
省省
令令
…
…
〇 

改
正 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

省
令
第
六
十
号 

 

○○
製製
造造
施施
設設
のの
位位
置置
、、
構構
造造
及及
びび
設設
備備
並並
びび
にに
製製
造造
のの
方方
法法
等等
にに
関関
すす
るる
技技
術術
基基
準準
のの
細細
目目
をを
定定
めめ
るる
告告
示示
…
…
〇 

改
正 

 

令
和
二
年
八
月
六
日 
告
示
第
百
六
十
九
号 

 

〇〇
容容
器器
保保
安安
規規
則則
にに
基基
づづ
きき
表表
示示
等等
のの
細細
目目
、、
容容
器器
再再
検検
査査
のの
方方
法法
等等
をを
定定
めめ
るる
告告
示示
…
…
〇 

改
正 
 

令
和
元
年
十
一
月
十
二
日 

告
示
第
百
二
十
三
号 

改
正 

 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日 

告
示
第
百
六
十
六
号 

改
正 

 

令
和
二
年
六
月
十
五
日 

告
示
第
百
二
十
九
号 

 

〇〇
国国
際際
相相
互互
承承
認認
にに
係係
るる
容容
器器
保保
安安
規規
則則
にに
基基
づづ
きき
容容
器器
のの
規規
格格
等等
のの
細細
目目
、、
容容
器器
再再
検検
査査
のの
方方
法法
等等
をを
定定
めめ
るる
告告
示示
…
…
〇 

改
正 

 

令
和
元
年
十
一
月
十
二
日 

告
示
第
百
二
十
三
号 

改
正 

 

令
和
二
年
二
月
二
十
七
日 

告
示
第
三
十
一
号 

58

62

63

64

70

65



 
 

〇〇
液液
化化
石石
油油
ガガ
スス
保保
安安
規規
則則
等等
のの
規規
定定
にに
基基
づづ
くく
事事
由由
及及
びび
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
期期
間間
をを
定定
めめ
るる
件件
…
…
〇  

制
定 

 

令
和
二
年
三
月
十
七
日 

告
示
第
五
十
一
号 

  

〇〇
冷冷
凍凍
保保
安安
規規
則則
等等
のの
規規
定定
にに
基基
づづ
くく
事事
由由
並並
びび
にに
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
期期
間間
及及
びび
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
時時
期期
をを
定定
めめ
るる

件件
…
…
〇  

制
定 

 

令
和
二
年
四
月
十
日 

告
示
第
九
十
号 

 

○○
火火
薬薬
類類
取取
締締
法法
施施
行行
規規
則則
等等
のの
規規
定定
にに
基基
づづ
くく
事事
由由
及及
びび
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
認認
めめ
るる
場場
合合
並並
びび
にに
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
期期
間間

及及
びび
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
期期
限限
をを
定定
めめ
るる
件件
…
…
〇 

制
定 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

告
示
第
百
四
十
号 

 

73

74

75



 
 

 

一 

［
略
］ 

イ 

［
略
］ 

ロ 

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
、
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
イ
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。） 

（
以
下
略
） 

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者 

  

［
略
］ 

 

金 
 
 
 
 

額 

高高
圧圧
ガガ
スス
保保
安安
法法
関関
係係
手手
数数
料料
令令  

 

（
一
三
七
頁 
一
部
改
正
） 

 

 
(

完
成
検
査
等
に
係
る
認
定
に
係
る
手
数
料
の
額) 

第
一
条 

高
圧
ガ
ス
保
安
法(
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
七
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
手
数
料
の
額
は
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
金
額
（
電
子
申
請
等
（
情
報
通

信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
同
法
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

金
額
）
と
す
る
。 

 

（
一
四
一
頁 

一
部
改
正
） 

  

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
） 

    

         

（
一
三
九
頁 

令
和
元
年
九
月
六
日 

政
令
第
八
七
号
の
附
則
の
次
に
追
加
） 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
政
令
第
一
八
三
号
］ 

＊ 政
令
第
一
八
三
号
は
、「
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関

係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
」 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る

関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図

る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
以
下
略
） 

1



 
 

 

＊ 
附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第
一
八
八
号
］ 

＊ 政
令
第
一
八
八
号
は
、「
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
令
及
び
地
方
公
共
団
体

の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」 

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                 

地地
方方
公公
共共
団団
体体
のの
手手
数数
料料
のの
標標
準準
にに
関関
すす
るる
政政
令令  

  

（
一
五
一
頁 

一
部
改
正
）  

                      

（
一
五
三
頁 

令
和
元
年
五
月
二
四
日 

政
令
第
一
二
号
の
附
則
の
次
に
追

加
）  

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第
一
八
八
号
］ 

＊ 政
令
第
一
八
八
号
は
、「
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
令
及
び
地
方
公
共
団
体

の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」 

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

五
十
四 

［
略
］ 

 

標
準
事
務 

［
略
］ 

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務 

イ 

［
略
］ 

ロ 

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合

容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
イ
に
規

定
す
る
容
器
を
除
く
。）
に
係
る
容

器
検
査
又
は
容
器
再
検
査 

次
に

掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額 

（
以
下
略
） 

金 
 
 
 
 

額 

2



 
 

一一
般般
高高
圧圧
ガガ
スス
保保
安安
規規
則則 

 

（
一
九
三
頁 
一
部
改
正
） 

 

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
製
造
の
許
可
の
申
請
） 

第
三
条 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

様
式
第
一
の
高
圧
ガ
ス
製
造
許
可
申
請
書
に
製
造
計
画
書
を
添
え
て
、
事
業

所
の
所
在
地
（
移
動
式
製
造
設
備
を
使
用
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備

の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当

該
事
業
所
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五

十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の

区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
所
に
係
る
事
務
が
高
圧
ガ
ス
保

安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二

十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
、
第
四
条
第
一
項
、

第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六

条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第
四
十
二
条
、
第

五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
八

条
、
第
六
十
三
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
十
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
及

び
第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
八
条
第
二
項
、
第
七
十

九
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
八
十
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第

八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺
贈
、
営

業
の
譲
渡
又
は
分
割
（
当
該
第
一
種
製
造
者
の
そ
の
許
可
に
係
る
事
業
所
を

承
継
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続
き
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
し
よ

う
と
す
る
者
が
新
た
に
許
可
を
申
請
す
る
と
き
は
、
製
造
計
画
書
の
添
付
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

［
略
］ 

 

（
一
九
五
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
六
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

一 

［
略
］ 

二 

［
略
］ 

イ
～
リ 

［
略
］ 

ヌ 

容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
一
般
複
合
容
器
（
以

下
単
に
「
一
般
複
合
容
器
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）、
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す

る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）、
同
条
第
十
三
号
の
三
に
規
定
す
る

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
国
際
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）、
同
条
第
十
三
号
の
五
に
規
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定
す
る
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
十
四
号
に

規
定
す
る
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
液

化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
十

七
号
の
二
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
（
以
下
単
に

「
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
」
と
い
う
。）
で
あ
つ
て
当
該
容
器

の
刻
印
等
に
示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
圧
縮
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
令
第
八
条
第

一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
（
同
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
刻
印
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
刻
印
に
示

さ
れ
た
年
月
日
）
を
経
過
し
た
も
の
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て

は
、
同
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
）
に
は
、
高
圧
ガ

ス
を
充
塡
し
な
い
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
に
付
さ
れ
た

条
件
に
従
つ
て
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
）
。 

ル
・
ヲ 

［
略
］ 

三
～
八 

［
略
］ 

 

（
二
一
一
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
七
条
の
三 

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

内
の
圧
縮
水
素
及
び
液
化
水
素
の
常
用
圧
力
が
八
十
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以

下
の
も
の
に
限
り
、
顧
客
に
自
ら
圧
縮
水
素
の
充
塡
に
係
る
行
為
を
さ
せ
る

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け

る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
く
、
ま
た
、
製
造
設
備
の
冷

却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規
則
に
規
定
す
る
技

術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
十
八 

［
略
］ 

２
・
３ 

［
略
］ 

 

（
二
一
八
頁 

新
設
） 

 

（
顧
客
に
自
ら
圧
縮
水
素
の
充
塡
に
係
る
行
為
を
さ
せ
る
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
七
条
の
四  

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

ド
内
の
圧
縮
水
素
及
び
液
化
水
素
の
常
用
圧
力
が
八
十
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
顧
客
に
自
ら
圧
縮
水
素
の
充
塡
に
係
る
行
為
を
さ

せ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に

お
け
る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
く
、
ま
た
、
製
造
設
備
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の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規
則
に
規
定
す

る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第

二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
、
第
三

十
二
号
及
び
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
、
前
条
第
一
項
第
一
号

の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
並
び
に
前
条

第
二
項
第
六
号
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
、
第
二
十
五
号
、
第
三

十
三
号
ヘ
、
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
七
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
運
転
中
に
お
い
て
、
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

内
の
監
視
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
備
え
た
事
務
所
等
（
以
下
「
監

視
所
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
監
視
所
は
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

イ 

第
六
条
第
一
項
第
五
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、

第
二
十
五
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
九
号
、
前
条

第
一
項
第
一
号
の
二
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
号
、
第
十
一

号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
、
前
条
第
二
項
第
六
号
、
第
十
号
か
ら

第
十
号
の
三
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、

第
二
十
三
号
及
び
第
三
十
五
号
並
び
に
本
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

設
け
た
設
備
又
は
措
置
の
運
転
状
況
を
監
視
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 

ロ 

第
六
条
第
一
項
第
五
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
七

号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
九
号
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
二
、
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十

八
号
並
び
に
前
条
第
二
項
第
六
号
、
第
十
号
の
三
、
第
十
五
号
か
ら
第

二
十
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
三
号
及
び
第
三
十
五
号
の
規
定

に
よ
り
設
け
た
設
備
又
は
措
置
の
異
常
時
に
警
報
を
発
す
る
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。 

ハ 

第
六
条
第
一
項
第
五
号
、
第
二
十
五
号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十

九
号
、
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
七
号
、
第
十
八

号
並
び
に
前
条
第
二
項
第
六
号
、
第
十
五
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号

及
び
第
二
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
遮
断
措
置
、
温
度
の
上
昇
を

防
止
す
る
た
め
の
装
置
及
び
製
造
設
備
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
す

る
装
置
等
は
、
火
災
又
は
そ
の
他
緊
急
の
と
き
に
速
や
か
に
操
作
で
き

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ニ 

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
及
び
顧
客
に
よ
る
充
塡
に
係
る
行
為
を
目

視
に
よ
り
確
認
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ホ 

顧
客
に
対
し
必
要
な
指
示
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ヘ 

製
造
施
設
が
危
険
な
状
態
に
な
つ
た
と
き
に
、
必
要
に
応
じ
付
近
の

住
民
に
退
避
す
る
よ
う
警
告
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

三 

通
信
の
遮
断
に
よ
り
、
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
機
能
が
失

わ
れ
た
と
き
は
、
製
造
設
備
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。 

四 
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
の
周
囲
の
地
盤
面
に
は
、
充
塡
す
る
車
両
の
充
塡
口

を
考
慮
し
た
当
該
車
両
の
停
止
位
置
を
表
示
す
る
こ
と
。 

五 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
当
該
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
の

操
作
方
法
を
表
示
す
る
こ
と
。 
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六 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
は
、
人
体
に
蓄
積
さ
れ
た
静
電
気
を
除
去
す
る
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。 

七 
充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
に
は
、
圧
縮
水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に

固
定
し
た
燃
料
装
置
用
容
器
と
適
切
に
接
続
さ
れ
た
こ
と
を
顧
客
が
容

易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

八 

充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
は
、
圧
縮
水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固

定
し
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
圧
縮
水
素
を
供
給
し
て
い
る
間
は
当
該
燃

料
装
置
用
容
器
か
ら
外
れ
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。 

九 

充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
に
は
、
凍
結
し
な
い
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

十 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
は
、
誤
発
進
を
防
止
す
る
た
め
、
充
塡
が
終
了
し

た
後
に
、
顧
客
に
よ
る
充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
の
収
納
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

２ 

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
係
る
前
項
た
だ

し
書
き
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
製
造
設

備
の
冷
却
の
用
に
供
す
る
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
冷
凍
保
安
規
則
に
規
定

す
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
六
号
か

ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
か
ら
第

二
十
七
号
ま
で
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十
一
号
、
前
条

第
一
項
第
一
号
の
二
か
ら
第
一
号
の
四
ま
で
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
、

前
条
第
二
項
第
一
号
の
二
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
三
号

か
ら
第
十
号
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

監
視
所
は
、
前
項
第
二
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

イ 

第
六
条
第
一
項
第
十
八
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
五

号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
二
号
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
二
、
第

十
七
号
及
び
第
十
八
号
、
前
条
第
二
項
第
一
号
の
二
、
第
五
号
か
ら
第

八
号
ま
で
、
第
十
号
か
ら
第
十
号
の
三
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十

号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
八
号
、

第
三
十
三
号
ハ
及
び
第
三
十
五
号
並
び
に
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
設
け
た
設
備
又
は
措
置
の
運
転
状
況
を
監
視
す
る
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。 

ロ 

第
六
条
第
一
項
第
二
十
一
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第

三
十
二
号
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
二
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
並

び
に
前
条
第
二
項
第
一
号
の
二
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号

の
三
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
三
号
、

第
二
十
七
号
、
第
二
十
八
号
及
び
第
三
十
五
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
た

設
備
又
は
措
置
の
異
常
時
に
警
報
を
発
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

ハ 

第
六
条
第
一
項
第
二
十
五
号
及
び
第
三
十
二
号
、
前
条
第
一
項
第
十

七
号
及
び
第
十
八
号
並
び
に
前
条
第
二
項
第
一
号
の
二
、
第
五
号
か
ら

第
八
号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
及
び
第
二
十
二
号

の
規
定
に
よ
り
設
け
た
遮
断
措
置
、
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
の

装
置
及
び
製
造
設
備
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
す
る
装
置
等
は
、
火
災

又
は
そ
の
他
緊
急
の
と
き
に
速
や
か
に
操
作
で
き
る
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。 

３ 

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
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条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 
第
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
ハ
、
第
二
号
イ
、
ハ
、
ヌ
及
び
ル
、
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
並
び
に
第
八
号
並
び
に
前
条
第
三
項
第
三
号
、
第

四
号
、
第
六
号
並
び
に
第
七
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

第
六
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
点
検
は
、
直
接
目
視
に
よ

り
行
う
こ
と
。 

三 

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
運
転
中
は
、
監
視
所
に
お
い
て
圧
縮
水
素
ス
タ

ン
ド
内
及
び
顧
客
に
よ
る
充
塡
に
係
る
行
為
の
監
視
並
び
に
顧
客
に
対

す
る
必
要
な
指
示
を
適
切
に
行
う
こ
と
。 

四 

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
運
転
を
管
理
す
る
電
子
計
算
機
は
、
当
該
圧
縮

水
素
ス
タ
ン
ド
に
危
険
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
を

確
保
す
る
こ
と
。 

 

（
二
一
八
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
八
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

製
造
設
備
が
移
動
式
製
造
設
備
（
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す

る
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
又
は
第
七
条
の
三
第
二
項
、
前
条
第
二
項
、

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
（
第
七
条
の
三
第
二
項
の
基
準
を
準
用
す
る
場
合

に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
液

化
水
素
の
貯
槽
に
液
化
ガ
ス
を
充
塡
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

［
略
］ 

４ 

［
略
］ 

 

（
二
二
〇
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
八
条
の
二 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

一 

［
略
］ 

二 

圧
縮
水
素
又
は
液
化
水
素
の
製
造
は
、
そ
の
発
生
、
混
合
、
減
圧
又
は

充
塡
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の

な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。 

イ
～
ニ 

［
略
］ 

 

ホ 

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス

タ
ン
ド
内
、
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
液
化

天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
内
、
第
七
条
の
三
第
二
項
、
第
七
条
の
四
第
二
項
、

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
（
第
七
条
の
三
第
二
項
の
基
準
を
準
用
す
る
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場
合
に
限
る
。）
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置

さ
れ
た
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
、
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
内
、
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
特

定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
内
、
同
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
設
置
さ
れ
た
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
内
、
同
規
則
第
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
内

又
は
同
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
圧

縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
で
圧
縮
水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に

固
定
し
た
容
器
に
、
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
か
ら
圧
縮
水
素
を
充

塡
す
る
と
き
は
、
当
該
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
外
面
か
ら
敷
地

境
界
に
対
し
第
二
種
設
備
距
離
（
製
造
設
備
の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
八
十
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て

は
八
メ
ー
ト
ル
、
製
造
設
備
の
常
用
の
圧
力
が
四
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以

下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
六
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
距
離
を
有
し
、
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

ヘ 

［
略
］ 

三
～
五 

［
略
］ 

 

（
二
二
三
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
処
理
能
力
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
第
二
種
製
造
者
に
係
る
技
術
上
の

基
準
） 

第
十
一
条 

［
略
］ 

一
～
四 

［
略
］ 

五 

製
造
設
備
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
圧

縮
水
素
の
常
用
の
圧
力
が
八
十
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
に
限
り
、

液
化
水
素
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内

の
液
化
水
素
の
常
用
の
圧
力
が
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。

第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第

七
条
の
三
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
第
四
号
の

基
準
の
適
合
に
つ
い
て
は
、
貯
蔵
設
備
の
貯
蔵
能
力
が
三
百
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

六
・
七 

［
略
］ 

２ 

前
項
第
五
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
貯
蔵
す
る
高
圧
ガ
ス
が
液
化

ガ
ス
で
あ
る
と
き
は
、
質
量
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
つ
て
容
積
一
立
方
メ
ー
ト

ル
と
み
な
す
。 

 

（
二
二
九
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
貯
蔵
の
方
法
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
十
八
条 

法
第
十
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 
［
略
］ 

三 

高
圧
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
し
た
燃
料
装
置
用

容
器
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
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る
こ
と
。 

イ 

［
略
］ 

ロ 
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
容
器

保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
（
同
令
第

三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
刻
印
を
し
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
刻
印
に
示
さ
れ
た
年
月
日
）
を
経
過
し
た
も
の
（
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た

も
の
）
を
高
圧
ガ
ス
の
貯
蔵
に
使
用
し
な
い
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第

五
項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
含
ま
れ
る
充
塡
可
能
な
期
限
を
経

過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
条
第
十
一

項
に
規
定
す
る
引
取
業
者
（
以
下
単
に
「
引
取
業
者
」
と
い
う
。
）
、
同

条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
（
以
下
単
に
「
フ
ロ
ン

類
回
収
業
者
」
と
い
う
。）
及
び
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
解
体
業

者
（
以
下
単
に
「
解
体
業
者
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
九
項
に
規
定
す

る
再
資
源
化
（
以
下
単
に
「
再
資
源
化
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
必
要

な
最
小
限
度
の
措
置
と
し
て
当
該
貯
蔵
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
）
。 

ハ 

［
略
］ 

 

（
二
四
一
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
車
両
に
固
定
し
た
容
器
に
よ
る
移
動
に
係
る
技
術
上
の
基
準
等
） 

第
四
十
九
条 

［
略
］ 

一
～
十
六 

［
略
］ 

十
七 

［
略
］ 

イ 

［
略
］ 

ロ 

［
略
］ 

(イ) 

質
量
三
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
可
燃
性
ガ
ス
及
び
酸
素 

(ロ) 

質
量
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
毒
性
ガ
ス 

(ハ) 

第
七
条
の
三
第
二
項
、
第
七
条
の
四
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一

項
第
五
号
（
第
七
条
の
三
第
二
項
の
基
準
を
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
並
び
に

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
の
圧
縮
水
素
ス

タ
ン
ド
の
液
化
水
素
の
貯
槽
に
充
塡
す
る
液
化
水
素 

ハ 

［
略
］ 

十
八
～
二
十
二 

［
略
］ 

２ 

高
圧
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
し
た
燃
料
装
置
用
容

器
に
よ
り
高
圧
ガ
ス
を
移
動
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
保
安
上
必
要
な
措
置
及
び
同
条
第
二
項
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 
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一 

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
よ
り
示
さ
れ
た
容
器
保
安
規
則
第

八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
（
同
令
第
三
十
七
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
刻
印
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
刻
印
に

示
さ
れ
た
年
月
日
）
を
経
過
し
た
も
の
（
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、

同
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
）
を
高
圧
ガ
ス
の
移
動
に

使
用
し
な
い
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に

含
ま
れ
る
充
塡
可
能
な
期
限
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
又

は
引
取
業
者
、
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
及
び
解
体
業
者
が
再
資
源
化
の
た
め

に
必
要
な
最
小
限
度
の
措
置
と
し
て
当
該
移
動
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。
）。 

二 

［
略
］ 

 

（
二
四
四
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
移
動
に
係
る
技
術
上
の
基
準
等
） 

第
五
十
条 

前
条
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十
三
条

第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
保
安
上
必
要
な
措
置
及
び
同
条
第
二

項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

一
・
二 

［
略
］ 

三 

一
般
複
合
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
で
あ
つ
て
当
該
容
器

の
刻
印
等
に
よ
り
示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器
保
安
規
則
第

八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
（
同
令
第
三
十
七
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
刻
印
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
刻
印
に

示
さ
れ
た
年
月
日
）
を
経
過
し
た
も
の
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、

同
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
）
を
高
圧
ガ
ス
の
移
動
に

使
用
し
な
い
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に

含
ま
れ
る
充
塡
可
能
な
期
限
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
又

は
引
取
業
者
、
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
及
び
解
体
業
者
が
再
資
源
化
の
た
め

に
必
要
な
最
小
限
度
の
措
置
と
し
て
当
該
移
動
を
行
う
場
合
（
一
般
複
合

容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
）
。 

四
～
十
四 

［
略
］ 

 

（
二
五
九
頁 
一
部
改
正
） 
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（
保
安
統
括
者
の
選
任
等
） 

第
六
十
四
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

一
～
四 
［
略
］ 

五 

処
理
能
力
が
二
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

又
は
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
当
該
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
又
は
当

該
移
動
式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
圧
縮
水
素
及
び
液
化
水
素
の
常
用

圧
力
が
八
十
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。）
に
よ
り
、
圧
縮

水
素
を
製
造
す
る
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
（
第
七
条
の
四
第
一
項

又
は
同
条
第
二
項
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
あ
つ
て
は
次
の
イ
に
限
る
。
）

に
該
当
す
る
者
に
そ
の
製
造
に
係
る
保
安
に
つ
い
て
監
督
さ
せ
る
も
の 

イ 

甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙
種
化
学
責
任

者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
又
は
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
の
交
付

を
受
け
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
圧
縮
水
素
又
は
液
化
水
素
の
製
造
に
関

し
六
月
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者 

ロ 

甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙
種
化
学
責
任

者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
又
は
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
の
交
付

を
受
け
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
お
け
る
高
圧
ガ

ス
の
製
造
に
関
す
る
講
習
（
当
該
講
習
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た
者
で
あ
つ
て
、
圧
縮
天

然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
関
し
六
月
以
上
の
経

験
を
有
す
る
者 

ハ 

甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任

者
免
状
又
は
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
か

つ
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
関
す
る
講
習

（
当
該
講
習
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
行
う
も
の
に

限
る
。
）
を
修
了
し
た
者
で
あ
つ
て
、
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
に
関
し
六

月
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者 

３ 

［
略
］ 

 

（
二
六
三
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
保
安
係
員
等
の
講
習
） 

第
六
十
八
条 

［
略
］ 

２
・
３ 

［
略
］ 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ

り
前
三
項
の
期
間
内
に
講
習
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
内
に
講
習
を
受
け

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
二
六
八
頁 

一
部
改
正
） 

 
（
特
定
施
設
の
範
囲
等
） 

第
七
十
九
条 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
製
造
施
設
以
外
の
製
造
施
設
（
以
下
「
特

定
施
設
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 
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２ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
都
市
の

長
が
行
う
保
安
検
査
又
は
同
項
第
二
号
の
認
定
保
安
検
査
実
施
者
が
自
ら

行
う
保
安
検
査
は
、
一
年
（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
）
に
一
回
受
け
、
又
は
自
ら
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
回
数

で
保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

事
由
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
に
一
回
受
け
、
又
は
自
ら

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
で
あ
つ
て
、

様
式
第
三
十
七
の
二
の
高
圧
ガ
ス
製
造
施
設
休
止
届
書
に
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
回
の
保
安
検
査
（
保
安
検
査
を
受
け
又
は
自
ら
行

つ
た
こ
と
の
な
い
施
設
に
あ
つ
て
は
、
完
成
検
査
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
か

ら
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
（
前

項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
期
間
以
上
）
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
休
止
施
設
」
と
い
う
。
）
に

あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
ま
で
受
け
、
又
は

自
ら
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
の
位
置
、
範
囲
等
を
明
示
し
た
図
面 

二 

使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
に
つ
い
て
講
じ
た
措
置
を
記
載
し
た
書

面 

４ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
項
の
保
安
検
査
を
、

前
回
の
保
安
検
査
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
（
同
項
の
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
経

過
し
た
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
の
前
後
一
月

以
内
（
認
定
完
成
検
査
実
施
者
、
認
定
保
安
検
査
実
施
者
又
は
自
主
保
安
高

度
化
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
基
準
日
の
前
後
三
月
以
内
）
に
受
け
又
は
自
ら

保
安
検
査
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基
準
日
に
お
い
て
当
該
検
査
を
受

け
、
又
は
自
ら
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
項
の
保
安
検
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
（
認
定
完
成
検
査
実
施
者
、
認
定
保
安
検
査

実
施
者
又
は
自
主
保
安
高
度
化
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
前
回
の
保
安
検
査

の
日
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の
保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
つ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
一
年
を
超
え
な
い

日
（
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
休
止
施
設
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
、
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
が
終
了
す
る
日
、
休
止

施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
）

ま
で
に
、
様
式
第
三
十
八
の
保
安
検
査
申
請
書
を
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
項
の
保
安
検
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
認
定
完
成
検
査
実
施
者
、
認
定
保
安
検
査
実
施
者
又
は
自
主

保
安
高
度
化
事
業
者
は
、
前
回
の
保
安
検
査
の
日
か
ら
一
年
二
月
を
超
え
な

い
日
（
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
休
止
施
設
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
、
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
が
終
了
す
る
日
か
ら
二

月
を
超
え
な
い
日
、
休
止
施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ

う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
）
ま
で
に
、
様
式
第
三
十
八
の
保
安
検
査
申
請
書
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を
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

７ 

［
略
］ 

 

（
二
六
九
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
協
会
等
が
保
安
検
査
を
行
う
特
定
施
設
の
指
定
等
） 

第
八
十
条 

［
略
］ 

２ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
保

安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か

ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
若
し

く
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
同
条
第

五
項
及
び
第
六
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と

あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市

の
長
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

［
略
］ 

４ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検
査

機
関
が
行
う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項

及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都

道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安

検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、

同
条
第
七
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
保
安
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

［
略
］ 

（
保
安
検
査
の
方
法
） 

第
八
十
二
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

一
～
三 

［
略
］ 

四 

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
（
第
六
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
、
第

九
号
、
第
二
十
三
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
八
号
、
第
三
十
九
号
並
び
に

第
四
十
二
号
ヘ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
基
準
（
特
定
不
活
性
ガ
ス
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
圧
縮
天

然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
後
段
並
び
に
同
条
第
二
項
第
四

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）、
液
化
天
然
ガ
ス
ス

タ
ン
ド
（
第
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る

も
の
に
限
る
。）
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
四
号
及

び
第
十
六
号
（
第
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
七
条
の
三
第
一
項
第
十
八
号
（
同
条
第
二
項
第
一
号
、
第
七
条
の

四
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
第
七
条
の
三
第
二
項
第
三
十
号
及
び
第
三
十
四
号
（
第
七

条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
掲
げ
る
基

準
（
液
化
水
素
昇
圧
ポ
ン
プ
及
び
こ
れ
に
接
続
さ
れ
る
送
ガ
ス
蒸
発
器
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
並
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び
に
同
号
ニ
、
ホ
及
び
ヘ
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
並
び
に
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
（
同
条
第
二
項

第
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
同
項
第
二
号
イ
、
ロ

及
び
ハ
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る 

。
）
、
移
動
式
製
造
設
備
（
第

八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
（
特
定
不
活
性
ガ
ス
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
同
条
第
三
項
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
移
動

式
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
に
お
い
て
、
別
表
第
三
に
定
め
る

方
法
を
用
い
る
場
合
。 

 

（
二
七
〇
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
定
期
自
主
検
査
を
行
う
製
造
施
設
等
） 

第
八
十
三
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
五
条
の
二
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
ガ
ス
設
備
又

は
消
費
施
設
（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
自
主
検
査
は
、
前
項
の
ガ
ス
設
備
が
、

第
一
種
製
造
者
に
あ
つ
て
は
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
技
術
上
の
基
準
（
耐
圧
試
験
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
、
同
条
に
掲
げ

る
第
二
種
製
造
者
に
あ
つ
て
は
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
耐
圧
試
験
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
適
合
し
て

い
る
か
、
又
は
前
項
の
消
費
施
設
が
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
耐
圧
試
験
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
一
年
（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
設

備
又
は
施
設
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
）
に
一
回
以
上

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
り
そ
の
回
数
で
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事

由
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

［
略
］ 

 

（
二
七
二
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
完
成
検
査
に
係
る
認
定
の
基
準
等
） 

 

第
八
十
六
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
検
査
及
び
現
地
検
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
検

査
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 

第
八
十
七
条 

［
略
］ 

（
保
安
検
査
に
係
る
認
定
の
基
準
等
） 

第
八
十
八
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
検
査
及
び
現
地
検
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
検

査
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 
［
略
］ 

３ 

［
略
］ 
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（
二
七
三
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
協
会
等
に
よ
る
調
査
の
申
請
等
） 

第
八
十
九
条 
［
略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
等
が
行
う
調
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
し
、
書
類
調
査
及
び
現
地
調
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
調
査
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３
～
５ 

［
略
］ 

６ 

法
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
の
協
会
等
が
行
う
調
査
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
し
、
書
類
調
査
及
び
現
地
調
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
調
査
に
よ

り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

７ 

［
略
］ 

 

（
三
〇
六
頁 

令
和
元
年
九
月
一
一
日 

省
令
第
三
六
号
の
附
則
の
次
に
追

加
） 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
一
月
一
二
日
省
令
第
四
一
号
］ 

＊ 省
令
第
四
一
号
は
、
「
容
器
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
二
月
二
〇
日
省
令
第
五
四
号
］ 

＊ 省
令
第
五
四
号
は
、
「
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
二
月
二
八
日
省
令
第
一
二
号
］ 

＊ 省
令
第
一
二
号
は
、
「
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
三
月
一
七
日
省
令
第
一
五
号
］ 

＊ 省
令
第
一
五
号
は
、
「
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
省
令
第
三
七
号
］ 

＊ 省
令
第
三
七
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
六
月
二
六
日
省
令
第
六
○
号
］ 

＊ 省
令
第
六
○
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
八
月
六
日
省
令
第
六
六
号
］ 

＊ 省
令
第
六
六
号
は
、
「
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
令
和
二
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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検
査
項
目 

完
成
検
査
の
方
法 

１
～
４ 

［
略
］ 

５ 

製
造
設
備
が
第
七
条
の
三
第

一
項
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で

あ
る
製
造
施
設
の
場
合 

一
～
六
十
三 

［
略
］ 

５
の
２ 

製
造
設
備
が
第
七
条
の

四
第
一
項
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

ド
で
あ
る
製
造
施
設
の
場
合 

一 

第
七
条
の
四
第
一
項
第
一

号
で
準
用
す
る
第
六
条
第
一

項
各
号
の
検
査
項
目
の
う

ち
、
第
一
項
第
一
号
、
第
二

号
、
第
五
号
か
ら
第
二
十
号

ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二

十
三
号
、
第
二
十
五
号
か
ら

第
二
十
八
号
ま
で
、
第
三
十

三
号
及
び
第
三
十
八
号
か
ら

第
四
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の 

二 

第
七
条
の
四
第
一
項
第
一

号
で
準
用
す
る
第
七
条
の
三

［
略
］ 

   
一
～
六
十
三 

［
略
］ 

   

一 

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第
二

十
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二

十
五
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、
第
三
十
三
号
及

び
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
に
掲
げ

る
完
成
検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
う
。 

      

二 

前
項
第
一
号
の
二
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第

九
号
か
ら
第
十
六
号
の
六
ま
で
に
掲
げ
る
完
成

第
一
項
各
号
の
検
査
項
目
の

う
ち
、
前
項
第
一
号
の
二
か

ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号

か
ら
第
十
六
号
の
六
ま
で
に

掲
げ
る
も
の 

三 

第
七
条
の
四
第
一
項
第
一

号
で
準
用
す
る
第
七
条
の
三

第
二
項
各
号
の
検
査
項
目
の

う
ち
、
前
項
第
二
十
三
号
、

第
二
十
八
号
か
ら
第
二
十
八

号
の
四
ま
で
、
第
二
十
九
号

の
二
か
ら
第
四
十
一
号
ま

で
、
第
四
十
三
号
、
第
五
十

六
号
、
第
六
十
号
及
び
第
六

十
三
号
に
掲
げ
る
も
の 

四 

第
七
条
の
四
第
一
項
第
二

号
イ
の
設
備
又
は
措
置
の
運

転
状
況
を
監
視
す
る
措
置 

 

五 

第
七
条
の
四
第
一
項
第
二

号
ロ
の
設
備
又
は
措
置
の
異

常
時
に
警
報
を
発
す
る
措
置 

 

六 

第
七
条
の
四
第
一
項
第
二

号
ハ
の
火
災
又
は
そ
の
他
緊

急
の
と
き
に
速
や
か
に
操
作

検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
う
。 

   

 

三 

前
項
第
二
十
三
号
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
二
十

八
号
の
四
ま
で
、
第
二
十
九
号
の
二
か
ら
第
四
十

一
号
ま
で
、
第
四
十
三
号
、
第
五
十
六
号
、
第
六

十
号
及
び
第
六
十
三
号
に
掲
げ
る
完
成
検
査
の

方
法
に
よ
り
検
査
を
行
う
。 

     

四 

監
視
所
に
講
じ
た
運
転
状
況
を
監
視
す
る
措

置
の
状
況
を
目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当

該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。 

五 

監
視
所
に
講
じ
た
異
常
時
に
警
報
を
発
す
る

措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し

当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。 

六 

監
視
所
に
講
じ
た
火
災
又
は
そ
の
他
緊
急
の

と
き
に
速
や
か
に
操
作
で
き
る
措
置
の
状
況
を

目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機

（
三
〇
七
頁 

一
部
改
正
） 

別
表
第
一
（
第
三
十
五
条
第
一
項
関
係
） 
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で
き
る
措
置 

 

七 
第
七
条
の
四
第
一
項
第
二

号
ニ
の
目
視
に
よ
り
確
認
で

き
る
措
置 

 

八 

第
七
条
の
四
第
一
項
第
二

号
ホ
の
顧
客
に
対
し
必
要
な

指
示
を
行
う
た
め
の
措
置 

 

九 

第
七
条
の
四
第
一
項
第
二

号
ヘ
の
必
要
に
応
じ
付
近
の

住
民
に
退
避
す
る
よ
う
警
告

す
る
た
め
の
措
置 

 

十 

第
七
条
の
四
第
一
項
第
三

号
の
製
造
設
備
の
運
転
を
自

動
的
に
停
止
す
る
た
め
の
措

置 

 

十
一 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

四
号
の
車
両
の
停
止
位
置
の

表
示 

  

十
二 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。 

七 

監
視
所
に
講
じ
た
目
視
に
よ
り
確
認
で
き
る

措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、

当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。 

八 

監
視
所
に
講
じ
た
顧
客
に
対
し
必
要
な
指
示

を
行
う
た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
記
録

に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

九 

監
視
所
に
講
じ
た
必
要
に
応
じ
付
近
の
住
民

に
退
避
す
る
よ
う
警
告
す
る
た
め
の
措
置
の
状

況
を
目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置

の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検

査
す
る
。 

十 

監
視
所
に
講
じ
た
機
能
が
失
わ
れ
た
と
き
に

製
造
設
備
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
す
る
た
め

の
措
置
の
状
況
を
図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検
査

し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記

録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
一 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
の
周
囲
の
地
盤
面
に
講

じ
た
車
両
の
停
止
位
置
の
表
示
の
状
況
を
目
視

に
よ
り
検
査
し
、
必
要
に
応
じ
図
面
又
は
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。 

 

十
二 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
講
じ
た
デ
ィ
ス
ペ
ン

五
号
の
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
の

操
作
方
法
の
表
示 

十
三 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

六
号
の
人
体
に
蓄
積
さ
れ
た

静
電
気
を
除
去
す
る
措
置 

十
四 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

七
号
の
容
器
と
適
切
に
接
続

さ
れ
た
こ
と
を
顧
客
が
容
易

に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

措
置 

十
五 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

八
号
の
充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
が

外
れ
な
い
構
造 

  

十
六 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

九
号
の
充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
の

凍
結
し
な
い
た
め
の
措
置 

 

十
七 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

十
号
の
顧
客
に
よ
る
充
塡
用

の
ノ
ズ
ル
の
収
納
が
確
実
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
措
置 

 

十
八 

第
七
条
の
四
第
二
項
第

サ
ー
の
操
作
方
法
の
表
示
の
状
況
を
目
視
に
よ

り
検
査
す
る
。 

十
三 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
講
じ
た
人
体
に
蓄
積

さ
れ
た
静
電
気
を
除
去
す
る
措
置
の
状
況
を
目

視
に
よ
る
ほ
か
、
記
録
等
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
四 

充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
に
講
じ
た
容
器
と
適
切

に
接
続
さ
れ
た
こ
と
を
顧
客
が
容
易
に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
措
置
の
状
況
を
目
視
及
び
図

面
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試

験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
五 

充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
に
講
じ
た
容
器
に
圧
縮

水
素
を
供
給
し
て
い
る
間
は
、
容
器
か
ら
外
れ
な

い
構
造
の
状
況
を
目
視
及
び
図
面
又
は
記
録
に

よ
り
検
査
し
、
当
該
構
造
の
機
能
を
実
際
に
使
用

し
て
検
査
す
る
。 

十
六 

充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
の
凍
結
し
な
い
た
め
の

措
置
の
状
況
を
目
視
及
び
図
面
又
は
記
録
に
よ

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

十
七 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
講
じ
た
顧
客
に
よ
る

充 

塡 

用
の
ノ
ズ
ル
の
収
納
が
確
実
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
及

び
図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の

機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。 

十
八 

第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
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一
号
で
準
用
す
る
第
六
条
第

一
項
各
号
の
検
査
項
目
の
う

ち
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六

号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第

十
六
号
か
ら
第
二
十
号
ま

で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十

三
号
、
第
二
十
五
号
か
ら
第

二
十
八
号
ま
で
、
第
三
十
三

号
、
第
三
十
八
号
及
び
第
四

十
一
号
に
掲
げ
る
も
の 

十
九 

第
七
条
の
四
第
二
項
第

一
号
で
準
用
す
る
第
七
条
の

三
第
一
項
各
号
の
検
査
項
目

の
う
ち
、
前
項
第
一
号
の
二

か
ら
第
一
号
の
四
ま
で
、
第

十
六
号
の
五
及
び
第
十
六
号

の
六
に
掲
げ
る
も
の 

二
十 

第
七
条
の
四
第
二
項
第

一
号
で
準
用
す
る
第
七
条
の

三
第
二
項
各
号
の
検
査
項
目

の
う
ち
、
前
項
第
十
七
号
の

三
か
ら
第
六
十
三
号
ま
で
に

掲
げ
る
も
の 

二
十
一 

第
七
条
の
四
第
二
項

第
一
号
で
準
用
す
る
同
条
第

一
項
各
号
の
検
査
項
目
の
う

で
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
二

号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
八

号
ま
で
、
第
三
十
三
号
、
第
三
十
八
号
及
び
第
四

十
一
号
に
掲
げ
る
完
成
検
査
の
方
法
に
よ
り
検

査
を
行
う
。 

     

十
九 
前
項
第
一
号
の
二
か
ら
第
一
号
の
四
ま
で
、

第
十
六
号
の
五
及
び
第
十
六
号
の
六
に
掲
げ
る

完
成
検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
う
。 

    

二
十 

前
項
第
十
七
号
の
三
か
ら
第
六
十
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
完
成
検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査
を

行
う
。 

   

二
十
一 

第
十
号
か
ら
第
十
七
号
に
掲
げ
る
完
成

検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
う
。 

 

ち
、
第
十
号
か
ら
第
十
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
も
の 

二
十
二 

第
七
条
の
四
第
二
項

第
二
号
で
準
用
す
る
同
条
第

一
項
第
二
号
の
検
査
項
目
の

う
ち
、
第
七
号
か
ら
第
九
号

ま
で
に
掲
げ
る
も
の 

二
十
三 

第
七
条
の
四
第
二
項

第
二
号
イ
の
設
備
又
は
措
置

の
運
転
状
況
を
監
視
す
る
措

置 

二
十
四 

第
七
条
の
四
第
二
項

第
二
号
ロ
の
設
備
又
は
措
置

の
異
常
時
に
警
報
を
発
す
る

措
置 

二
十
五 

第
七
条
の
四
第
二
項

第
二
号
ハ
の
火
災
又
は
そ
の

他
緊
急
の
と
き
に
速
や
か
に

操
作
で
き
る
措
置 

 

６
～
８ 

［
略
］ 

  

  

二
十
二 

第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
完

成
検
査
の
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
う
。 

   

二
十
三 

監
視
所
に
講
じ
た
運
転
状
況
を
監
視
す

る
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り

検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ

の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
四 

監
視
所
に
講
じ
た
異
常
時
に
警
報
を
発

す
る
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

二
十
五 

監
視
所
に
講
じ
た
火
災
又
は
そ
の
他
緊

急
の
と
き
に
速
や
か
に
操
作
で
き
る
措
置
の
状

況
を
目
視
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当
該

措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。 

［
略
］ 

  

備
考 

 

一
・
二 

［
略
］ 
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検
査
項
目 

保
安
検
査
の
方
法 

１
～
２
の
３ 

［
略
］ 

３ 

製
造
設
備
が
第
七
条
の
三

第
一
項
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

ド
で
あ
る
製
造
施
設
の
場
合 

一 

第
七
条
の
三
第
一
項
第

十
四
号
の
常
用
の
圧
力
が

高
い
液
化
水
素
昇
圧
ポ
ン

プ
に
接
続
さ
れ
る
送
ガ
ス

蒸
発
器
か
ら
常
用
の
圧
力

が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮
水

素
が
流
入
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
（
第

七
条
の
四
第
一
項
第
一
号

で
準
用
す
る
も
の
を
含

む
。
） 

二 

第
七
条
の
三
第
一
項
第

十
六
号
の
同
号
ロ
の
設
備

と
圧
縮
ガ
ス
を
容
器
に
充

塡
す
る
場
所
等
と
の
間
の

［
略
］ 

   
一 
［
略
］ 

          

二 

［
略
］ 

   

障
壁
（
第
七
条
の
四
第
一

項
第
一
号
で
準
用
す
る
も

の
を
含
む
。） 

三 

第
七
条
の
三
第
一
項
第

十
八
号
の
液
化
水
素
昇
圧

ポ
ン
プ
に
講
じ
た
爆
発
、

漏
え
い
、
損
傷
等
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
（
第
七

条
の
三
第
二
項
第
一
号
、

第
七
条
の
四
第
一
項
第
一

号
及
び
同
条
第
二
項
第
一

号
で
準
用
す
る
も
の
を
含

む
。
） 

四 

第
七
条
の
三
第
二
項
第

三
十
号
の
液
化
水
素
昇
圧

ポ
ン
プ
及
び
送
ガ
ス
蒸
発

器
と
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
と

の
間
の
障
壁
等
（
第
七
条

の
四
第
二
項
第
一
号
で
準

用
す
る
も
の
を
含
む
。） 

五 
第
七
条
の
三
第
二
項
第

三
十
四
号
の
常
用
の
圧
力

が
高
い
液
化
水
素
昇
圧
ポ

   

三 

［
略
］ 

         

四 

［
略
］ 

      

五 

［
略
］ 

  

（
三
二
六
頁 

一
部
改
正
） 

別
表
第
三
（
第
八
十
二
条
第
二
項
第
四
号
関
係
） 

19



 
 

ン
プ
に
接
続
さ
れ
る
送
ガ

ス
蒸
発
器
か
ら
常
用
の
圧

力
が
低
い
蓄
圧
器
に
圧
縮

水
素
が
流
入
す
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置

（
第
七
条
の
四
第
二
項
第

一
号
で
準
用
す
る
も
の
を

含
む
。） 

３
の
２ 

製
造
設
備
が
第
七
条

の
四
第
一
項
の
圧
縮
水
素
ス

タ
ン
ド
で
あ
る
製
造
施
設
の

場
合 

一 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

二
号
イ
の
設
備
又
は
措
置

の
運
転
状
況
を
監
視
す
る

措
置 

二 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

二
号
ロ
の
設
備
又
は
措
置

の
異
常
時
に
警
報
を
発
す

る
措
置 

三 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

二
号
ハ
の
火
災
又
は
そ
の

他
緊
急
の
と
き
に
速
や
か

            

一 

監
視
所
に
講
じ
た
運
転
状
況
を
監
視
す
る
措
置

の
状
況
を
目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当
該

措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。 

二 

監
視
所
に
講
じ
た
異
常
時
に
警
報
を
発
す
る
措

置
の
状
況
を
目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当

該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。 

三 

監
視
所
に
講
じ
た
火
災
又
は
そ
の
他
緊
急
の
と

き
に
速
や
か
に
操
作
で
き
る
措
置
の
状
況
を
目
視

又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を

に
操
作
で
き
る
措
置 

四 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

二
号
ニ
の
目
視
に
よ
り
確

認
で
き
る
措
置
（
同
条
第

二
項
第
二
号
で
準
用
す
る

も
の
を
含
む
。
） 

五 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

二
号
ホ
の
顧
客
に
対
し
必

要
な
指
示
を
行
う
た
め
の

措
置
（
同
条
第
二
項
第
二

号
で
準
用
す
る
も
の
を
含

む
。
） 

六 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

二
号
ヘ
の
必
要
に
応
じ
付

近
の
住
民
に
退
避
す
る
よ

う
警
告
す
る
た
め
の
措
置

（
同
条
第
二
項
第
二
号
で

準
用
す
る
も
の
を
含
む
。） 

七 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

三
号
の
製
造
設
備
の
運
転

を
自
動
的
に
停
止
す
る
た

め
の
措
置
（
同
条
第
二
項

第
一
号
で
準
用
す
る
も
の

作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

四 

監
視
所
に
講
じ
た
目
視
に
よ
り
確
認
で
き
る
措

置
の
状
況
を
目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当

該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。 

 

五 

監
視
所
に
講
じ
た
顧
客
に
対
し
必
要
な
指
示
を

行
う
た
め
の
措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
記
録
に
よ

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

  

六 

監
視
所
に
講
じ
た
必
要
に
応
じ
付
近
の
住
民
に

退
避
す
る
よ
う
警
告
す
る
た
め
の
措
置
の
状
況
を

目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
当
該
措
置
の
機
能

を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

  

七 

監
視
所
に
講
じ
た
機
能
が
失
わ
れ
た
と
き
に
製

造
設
備
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
す
る
た
め
の
措

置
の
状
況
を
図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、
当

該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。 
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を
含
む
。
） 

八 
第
七
条
の
四
第
一
項
第

四
号
の
車
両
の
停
止
位
置

の
表
示
（
同
条
第
二
項
第

一
号
で
準
用
す
る
も
の
を

含
む
。） 

九 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

五
号
の
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー

の
操
作
方
法
の
表
示
（
同

条
第
二
項
第
一
号
で
準
用

す
る
も
の
を
含
む
。
） 

十 

第
七
条
の
四
第
一
項
第

六
号
の
人
体
に
蓄
積
さ
れ

た
静
電
気
を
除
去
す
る
措

置
（
同
条
第
二
項
第
一
号

で
準
用
す
る
も
の
を
含

む
。
） 

十
一 

第
七
条
の
四
第
一
項

第
七
号
の
容
器
と
適
切
に

接
続
さ
れ
た
こ
と
を
顧
客

が
容
易
に
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
措
置
（
同
条
第

二
項
第
一
号
で
準
用
す
る

 

八 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
の
周
囲
の
地
盤
面
に
講
じ
た

車
両
の
停
止
位
置
の
表
示
の
状
況
及
び
維
持
管
理

状
況
を
目
視
に
よ
り
検
査
し
、
必
要
に
応
じ
図
面

又
は
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

 

九 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
講
じ
た
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー

の
操
作
方
法
の
表
示
及
び
維
持
管
理
状
況
を
目
視

に
よ
り
検
査
す
る
。 

  

十 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
講
じ
た
人
体
に
蓄
積
さ
れ

た
静
電
気
を
除
去
す
る
措
置
の
状
況
を
目
視
に
よ

る
ほ
か
、
記
録
等
に
よ
り
検
査
す
る
。 

   

十
一 

充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
に
講
じ
た
容
器
と
適
切
に

接
続
さ
れ
た
こ
と
を
顧
客
が
容
易
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
措
置
の
状
況
を
目
視
及
び
図
面
に
よ

り
検
査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

 

も
の
を
含
む
。
） 

十
二 

第
七
条
の
四
第
一
項

第
八
号
の
充
塡
用
の
ノ
ズ

ル
が
外
れ
な
い
構
造
（
同

条
第
二
項
第
一
号
で
準
用

す
る
も
の
を
含
む
。
） 

十
三 

第
七
条
の
四
第
一
項

第
九
号
の
充
塡
用
の
ノ
ズ

ル
の
凍
結
し
な
い
た
め
の

措
置
（
同
条
第
二
項
第
一

号
で
準
用
す
る
も
の
を
含

む
。
） 

十
四 

第
七
条
の
四
第
一
項

第
十
号
の
顧
客
に
よ
る
充

塡
用
の
ノ
ズ
ル
の
収
納
が

確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
措
置
（
同
条

第
二
項
第
一
号
で
準
用
す

る
も
の
を
含
む
。） 

十
五 

第
七
条
の
四
第
二
項

第
二
号
イ
の
設
備
又
は
措

置
の
運
転
状
況
を
監
視
す

る
措
置 

 

十
二 

充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
に
講
じ
た
容
器
に
圧
縮
水

素
を
供
給
し
て
い
る
間
は
、
容
器
か
ら
外
れ
な
い

構
造
の
状
況
を
目
視
及
び
図
面
に
よ
り
検
査
し
、

当
該
構
造
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。 

十
三 

充
塡
用
の
ノ
ズ
ル
の
凍
結
し
な
い
た
め
の
措

置
の
状
況
を
目
視
及
び
図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検

査
し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
実
際
に
使
用
し
て
検

査
す
る
。 

  

十
四 

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
に
講
じ
た
顧
客
に
よ
る
充

塡 

用
の
ノ
ズ
ル
の
収
納
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
措
置
の
状
況
及
び
維
持
管
理
状

況
を
目
視
及
び
図
面
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、

当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。 

 

十
五 

監
視
所
に
講
じ
た
運
転
状
況
を
監
視
す
る
措

置
の
状
況
を
目
視
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

し
、
当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記

録
に
よ
り
検
査
す
る
。 
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十
六 

第
七
条
の
四
第
二
項

第
二
号
ロ
の
設
備
又
は
措

置
の
異
常
時
に
警
報
を
発

す
る
措
置 

十
七 

第
七
条
の
四
第
二
項

第
二
号
ハ
の
火
災
又
は
そ

の
他
緊
急
の
と
き
に
速
や

か
に
操
作
で
き
る
措
置 

３
の
３ 

［
略
］ 

４
・
５ 

［
略
］ 

 

十
六 

監
視
所
に
講
じ
た
異
常
時
に
警
報
を
発
す
る

措
置
の
状
況
を
目
視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
、

当
該
措
置
の
機
能
を
作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。 

十
七 

監
視
所
に
講
じ
た
火
災
又
は
そ
の
他
緊
急
の

と
き
に
速
や
か
に
操
作
で
き
る
措
置
の
状
況
を
目

視
又
は
記
録
に
よ
り
検
査
し
当
該
措
置
の
機
能
を

作
動
試
験
又
は
そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
す
る
。 

［
略
］ 

［
略
］ 
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   様

式
第

3
8
（
第

7
9
条
、

第
8
0
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

～
３

 
［

略
］
 

４
 

前
回

の
保

安
検

査
の

年
月

日
の

欄
に

は
、

第
7
9
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

５
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

申
請

者
が

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
、
認

定
保

安
検
査

実

施
事

業
者
、
特

定
認
定

事
業

者
又

は
自

主
保

安
高

度
化

事
業
者

の
場

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

旨
 

⑵
 

第
7
9
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

る

場
合

は
そ

の
旨
 

⑶
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

６
 

［
略

］
 

   様
式

第
3
9
（
第

7
9
条
、

第
8
0
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

 
［

略
］
 

２
 

保
安

検
査

の
年

月
日

検
査

職
員

又
は

検
査

員
番

号
の

欄
に

は
、

第
7
9
条

第
４
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

又
は

自
ら
行
つ
た

と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
に
、
当

該
年
月

日
を

記
載

す
る
こ

と
。 

３
・

４
 

［
略

］
 

 様
式

第
4
0
（
第

8
0
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

の
欄

に
は

、
第

7
9
条

第
４
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

又
は

自
ら

行
つ

た
と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
年

月
日

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

申
請

者
が

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
、
認

定
保

安
検
査

実

施
事

業
者
、
特

定
認
定

事
業

者
又

は
自

主
保

安
高

度
化

事
業
者

の
場

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

旨
 

⑵
 

第
7
9
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑶
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

５
 

［
略

］
 

   様
式

第
4
1
（
第

8
0
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

の
欄

に
は

、
第

7
9
条

第
４
項

に
よ

り
当

（
三
五
八
頁 

一
部
改
正
） 

（
三
五
九
頁 

一
部
改
正
） 

（
三
六
〇
頁 

一
部
改
正
） 
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該
検

査
を

受
け

又
は

自
ら

行
つ

た
と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
年

月
日

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

申
請

者
が

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
、
認

定
保

安
検
査

実

施
事

業
者
、
特

定
認
定

事
業

者
又

は
自

主
保

安
高

度
化

事
業
者

の
場

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

旨
 

⑵
 

第
7
9
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑶
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

５
 

［
略

］
 

 様
式

第
4
2
（
第

8
1
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

検
査

員
氏

名
の

欄
に

は
、

第
7
9
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
7
9
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

   

 様
式

第
4
3
（
第

8
1
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

検
査

員
氏

名
の

欄
に

は
、

第
7
9
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

第
7
9
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

   様
式

第
5
5
（
第

9
4
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

前
回

の
保

安
検

査
の

年
月

日
の

欄
に

は
、

第
7
9
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

第
7
9
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

（
三
六
一
頁 

一
部
改
正
） 

（
三
六
七
頁 

一
部
改
正
） 
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⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

５
 

氏
名

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
署

名
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
署

名
は

必
ず

本
人

が
自
署

す

る
も

の
と

す
る

。
 

   様
式

第
5
5
の
６

（
第

94
条

の
５
関

係
）
 

                

  様
式

第
5
5
の
７

（
第

94
条

の
５
関

係
）
 

                
 

（
三
六
九
頁 

一
部
改
正
） 

（
三
七
〇
頁 

一
部
改
正
） 

 

特
定

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
 

変
更

届
 

一
般

 

×
整

理
番

号
 

 

×
受

理
年

月
日

 
年

 
月

 
日

 

名
称

（
事

業
所

の
名

称
を

含
む

。
）

 
 

事
業

所
（

本
社

）
所

在
地

 
 

事
業

所
所

在
地

 
 

変
更

の
内

容
 

 

 
 
 
年
 
 

月
 

 
日
 

代
表

者
 

氏
名
 
 

 
 
 
 
 

 
㊞
 

 
 

 
 

 
殿
 

備
考
 
１
～
３

 
［

略
］
 

 

 

特
定

認
定

保
安

検
査

実
施

事
業

者
 

変
更

届
 

一
般

 

×
整

理
番

号
 

 

×
受

理
年

月
日

 
年

 
月

 
日

 

名
称

（
事

業
所

の
名

称
を

含
む

。）
 

 

事
業

所
（

本
社

）
所

在
地

 
 

事
業

所
所

在
地

 
 

変
更

の
内

容
 

 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

代
表
者
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
殿
 

備
考
 
１
～
３
 
［
略
］
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液液
化化
石石
油油
ガガ
スス
保保
安安
規規
則則 

 

（
三
八
六
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
第
一
種
製
造
者
に
係
る
製
造
の
許
可
の
申
請
） 

第
三
条 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
高
圧
ガ
ス
製
造
許
可
申
請
書
に
製
造
計
画
書

を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
（
移
動
式
製
造
設
備
を
使
用
す
る
者
に
あ
つ

て
は
、
当
該
設
備
の
使
用
の
本
拠
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。）
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下

「
指
定
都
市
」
と
い
う
。）
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業

所
に
係
る
事
務
が
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市
の
長
。
次
条
第
二
項
、

第
四
条
、
第
十
条
、
第
十
条
の
二
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、

第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
二

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
、
第
五

十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
十

項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
三
条
、
第

七
十
六
条
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
七
十

八
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九

十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
遺
贈
、
営
業
の
譲
渡
又
は
分
割
（
当
該
第
一
種
製
造
者
の

そ
の
許
可
に
係
る
事
業
所
を
承
継
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
引
き
続

き
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
新
た
に
許
可
を
申
請
す
る
と

き
は
、
製
造
計
画
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

［
略
］ 

 

（
三
八
七
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
法
第
七
条
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
） 

第
三
条
の
二 

［
略
］ 

 

（
四
二
四
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
保
安
統
括
者
の
選
任
等
） 

第
六
十
二
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
移
動
式
製
造
設
備
に
よ
り
製
造
を
す
る

者
で
あ
っ
て
、
液
化
石
油
ガ
ス
法
第
三
十
七
条
の
五
第
四
項
の
講
習
の
課

程
を
修
了
し
た
者
に
そ
の
製
造
に
係
る
保
安
に
つ
い
て
監
督
さ
せ
る
者 

３ 

［
略
］ 
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（
四
二
六
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
保
安
係
員
等
の
講
習
） 

第
六
十
六
条 
［
略
］ 

２
・
３ 

［
略
］ 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ

り
前
三
項
の
期
間
内
に
講
習
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
内
に
講
習
を
受
け

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
四
二
八
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
取
扱
主
任
者
の
選
任
） 

第
七
十
一
条 

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
高
圧
ガ
ス
の
消

費
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
を
、
取
扱
主
任
者
に
選
任
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

［
略
］ 

二 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
従
前
の
規

定
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
専
門
学
校
に
お
い
て
理
学
若
し
く
は
工
学
に

関
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）、
協
会
が
行
う
液
化

石
油
ガ
ス
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
学
校

教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
従
前
の
規
定
に
よ
る
工
業
学
校
に

お
い
て
工
業
に
関
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
か
つ
、
液
化
石
油
ガ
ス

の
製
造
又
は
消
費
に
関
し
六
月
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者 

三 

［
略
］ 

 

（
四
三
〇
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
） 

第
七
十
七
条 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
製
造
施
設
以
外
の
製
造
施
設
（
以
下
「
特

定
施
設
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

２ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
都
市
の

長
が
行
う
保
安
検
査
又
は
同
項
第
二
号
の
認
定
保
安
検
査
実
施
者
が
自
ら

行
う
保
安
検
査
は
、
一
年
（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
）
に
一
回
受
け
、
又
は
自
ら
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
回
数

で
保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

事
由
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
に
一
回
受
け
、
又
は
自
ら

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
で
あ
つ
て
、

様
式
第
三
十
六
の
二
の
高
圧
ガ
ス
製
造
施
設
休
止
届
書
に
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
回
の
保
安
検
査
（
保
安
検
査
を
受
け
又
は
自
ら
行

つ
た
こ
と
の
な
い
施
設
に
あ
つ
て
は
、
完
成
検
査
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
か
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ら
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
（
前

項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
期
間
以
上
）
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
休
止
施
設
」
と
い
う
。
）
に

あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
ま
で
受
け
、
又
は

自
ら
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
の
位
置
、
範
囲
等
を
明
示
し
た
図
面 

二 

使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
に
つ
い
て
講
じ
た
措
置
を
記
載
し
た
書

面 

４ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
項
の
保
安
検
査
を
、

前
回
の
保
安
検
査
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
（
同
項
の
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
経

過
し
た
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
の
前
後
一
月

以
内
（
認
定
完
成
検
査
実
施
者
、
認
定
保
安
検
査
実
施
者
又
は
自
主
保
安
高

度
化
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
基
準
日
の
前
後
三
月
以
内
）
に
受
け
又
は
自
ら

保
安
検
査
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基
準
日
に
お
い
て
当
該
検
査
を
受

け
、
又
は
自
ら
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
項
の
保
安
検
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
第
一
種
製
造
者
（
認
定
完
成
検
査
実
施
者
、
認
定
保
安
検
査

実
施
者
又
は
自
主
保
安
高
度
化
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
前
回
の
保
安
検
査

の
日
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の
保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
つ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
一
年
を
超
え
な
い

日
（
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
休
止
施
設
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
、
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
が
終
了
す
る
日
、
休
止

施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
）

ま
で
に
、
様
式
第
三
十
七
の
保
安
検
査
申
請
書
を
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６
・
７ 

［
略
］ 

 

（
四
三
一
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
協
会
等
が
保
安
検
査
を
行
う
特
定
施
設
の
指
定
等
） 

第
七
十
八
条 

［
略
］ 

２ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
保

安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か

ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
若
し

く
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
同
条
第

五
項
及
び
第
六
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と

あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市

の
長
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

［
略
］ 

４ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検
査

機
関
が
行
う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項

及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都

道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
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検
査
機
関
が
行
う
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、

同
条
第
七
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
保
安
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

［
略
］ 

 

（
四
三
二
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
定
期
自
主
検
査
を
行
う
製
造
施
設
等
） 

第
八
十
一
条 

［
略
］ 

２
・
３ 

［
略
］ 

４ 

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
の
自
主
検
査
は
、
前
項
の
製

造
施
設
が
第
一
種
製
造
者
に
あ
つ
て
は
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
耐
圧
試
験
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
、
同

条
に
掲
げ
る
第
二
種
製
造
者
に
あ
つ
て
は
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
耐
圧
試
験
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

適
合
し
て
い
る
か
、
又
は
前
項
の
消
費
施
設
が
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
耐
圧
試
験
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
一
年
（
経
済
産
業
大
臣
が

定
め
る
設
備
又
は
施
設
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
）
に

一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
に
よ
り
そ
の
回
数
で
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
に
一
回
以
上
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５
・
６ 

［
略
］ 

 

（
四
三
四
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
完
成
検
査
に
係
る
認
定
の
基
準
等
） 

第
八
十
四
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
検
査
及
び
現
地
検
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
検

査
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 

第
八
十
五
条 

［
略
］ 

（
保
安
検
査
に
係
る
認
定
の
基
準
等
） 

第
八
十
六
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
検
査
及
び
現
地
検
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
検

査
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 

（
協
会
等
に
よ
る
調
査
の
申
請
等
） 

第
八
十
七
条 

［
略
］ 

２ 
法
第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
の
協
会
等
が
行
う
調
査
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
し
、
書
類
調
査
及
び
現
地
調
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
調
査
に
よ

り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 
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３
・
４ 

［
略
］ 

５ 
法
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
の
協
会
等
が
行
う
調
査
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
し
、
書
類
調
査
及
び
現
地
調
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
調
査
に
よ

り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

６ 

［
略
］ 

 

（
四
五
九
頁 

令
和
元
年
九
月
一
一
日 

省
令
第
三
六
号
の
附
則
の
次
に
追

加
） 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
三
月
一
七
日
省
令
第
一
五
号
］ 

＊ 省
令
第
一
五
号
は
、
「
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
省
令
第
三
七
号
］ 

＊ 省
令
第
三
七
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
六
月
二
六
日
省
令
第
六
〇
号
］ 

＊ 省
令
第
六
〇
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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   様

式
第

3
7
（
第

7
7
条
、

第
7
8
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

～
３

 
［

略
］
 

４
 

前
回

の
保

安
検

査
の

年
月

日
の

欄
に

は
、

第
7
7
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

５
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

申
請

者
が

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
、
認

定
保

安
検
査

実

施
事

業
者
、
特

定
認
定

事
業

者
又

は
自

主
保

安
高

度
化

事
業
者

の
場

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

旨
 

⑵
 

第
7
7
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

る

場
合

は
そ

の
旨
 

⑶
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

６
 

［
略

］
 

 様
式

第
3
8
（
第

7
7
条
、

第
7
8
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

 
［

略
］
 

２
 

保
安

検
査

の
年

月
日

検
査

職
員

又
は

検
査

員
番

号
の

欄
に

は
、

第
7
7
条

第
４
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

又
は

自
ら
行
つ
た

と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
に
、
当

該
年
月

日
を

記
載

す
る
こ

と
。 

３
・

４
 

［
略

］
 

  様
式

第
3
9
（
第

7
8
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

の
欄

に
は

、
第

7
7
条

第
４
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

又
は

自
ら

行
つ

た
と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
年

月
日

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

申
請

者
が

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
、
認

定
保

安
検
査

実

施
事

業
者
、
特

定
認
定

事
業

者
又

は
自

主
保

安
高

度
化

事
業
者

の
場

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

旨
 

⑵
 

第
7
7
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑶
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

５
 

［
略

］
 

 様
式

第
4
0
（
第

7
8
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

の
欄

に
は

、
第

7
7
条

第
４
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

又
は

自
ら

行
つ

た
と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
年

月
日

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

⑴
 

申
請

者
が

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
、
認

定
保

安
検
査

実

（
四
九
二
頁 

一
部
改
正
） 

（
四
九
三
頁 

一
部
改
正
） 
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施
事

業
者
、
特

定
認
定

事
業

者
又

は
自

主
保

安
高

度
化

事
業
者

の
場

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

旨
 

⑵
 

第
7
7
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑶
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

５
 

［
略

］
 

   様
式

第
4
1
（
第

7
9
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

検
査

員
氏

名
の

欄
に

は
、

第
7
7
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

第
7
7
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

 様
式

第
4
2
（
第

7
9
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

検
査

員
氏

名
の

欄
に

は
、

第
7
7
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
7
7
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

   様
式

第
5
4
（
第

9
2
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

前
回

の
保

安
検

査
の

年
月

日
の

欄
に

は
、

第
7
7
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
7
7
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

５
 

氏
名

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
署

名
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
署

名
は

必
ず

本
人

が
自
署

す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
四
九
四
頁 

一
部
改
正
） 

（
五
〇
〇
頁 

一
部
改
正
） 
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    様

式
第

5
4
の
６

（
第

92
条

の
５
関

係
）
 

                   

   様
式

第
5
4
の
７

（
第

92
条

の
５
関

係
）
 

              
 

（
五
〇
三
頁 

一
部
改
正
） 

 

特
定

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
 

変
更

届
 

液
石

 

×
整

理
番

号
 

 

×
受

理
年

月
日

 
年

 
月

 
日

 

名
称

（
事

業
所

の
名

称
を

含
む

。
）

 
 

事
業

所
（

本
社

）
所

在
地

 
 

事
業

所
所

在
地

 
 

変
更

の
内

容
 

 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

代
表
者
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
殿
 

備
考
 
１
～
３
 
［
略
］

 

 

特
定

認
定

保
安

検
査

実
施

事
業

者
 

変
更

届
 

液
石
 

×
整

理
番

号
 

 

×
受

理
年

月
日
 

年
 

月
 

日
 

名
称

（
事

業
所

の
名

称
を

含
む

。
）
 

 

事
業

所
（

本
社

）
所

在
地

 
 

事
業

所
所

在
地
 

 

変
更

の
内

容
 

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
 

代
表

者
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞
 

 
 

 
 

 
殿
 

備
考

 
１

～
３

 
［

略
］
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ココ
ンン
ビビ
ナナ
ーー
トト
等等
保保
安安
規規
則則 

 

（
五
一
〇
頁 

一
部
改
正
） 

 

目
次 

第
二
章 

高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
係
る
許
可
等 

第
一
節 

高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
係
る
許
可
（
第
三
条
・
第
三
条
の
二
） 

第
二
節
～
第
四
節 

［
略
］ 

 

（
五
一
八
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
製
造
施
設
に
係
る
技
術
上
の
基
準
） 

第
五
条 

［
略
］ 

２ 

製
造
施
設
（
製
造
設
備
が
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー
タ
、
特
定
液
化
石

油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン

ド
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）
に
お
け
る
法
第
八
条

第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

一 

［
略
］ 

二 

高
圧
ガ
ス
の
製
造
は
、
そ
の
充
塡
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。 

 

イ
～
ヌ 

［
略
］ 

ル 

容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
一
般
複
合
容
器
、

同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
同
条
第
十
三
号
の
三
に
規
定
す
る
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
、
同
条
第
十
三
号
の
五
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
二
輪
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
同
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
液
化
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
同
条
第
十
七
号
の
二
に
規
定
す
る

圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
お

い
て
示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
容
器
保
安
規

則
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
、
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
又
は
同
条
第
十
七
号
の
二
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
運
送
自
動

車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
令
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能

期
限
年
月
日
（
同
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
刻

印
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
刻
印
に
示
さ
れ
た
年
月
日
）
を

経
過
し
た
も
の
、
同
令
第
二
条
第
十
三
号
の
三
に
規
定
す
る
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
同
条
第
十
三
号
の
五
に
規
定

す
る
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
令

第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
）

に
は
、
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
し
な
い
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の

許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
含
ま
れ
る
充
塡
可
能
な
期
限
を
経
過
し
て

い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）。 
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ヲ 

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産

業
省
令
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
国
際
相
互
承
認

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
国
際
相
互
承
認

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
二
号
に

規
定
す
る
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以

下
単
に
「
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と

い
う
。）
又
は
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二

輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
を
製
造
し
た
月

（
そ
の
製
造
過
程
で
行
わ
れ
た
耐
圧
試
験
に
合
格
し
た
月
を
い
う
。
）

の
前
月
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の
（
国
際
相
互
承
認

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
容
器
製
造
業
者
が

定
め
た
月
（
同
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
二
十
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
定
め
た
月
）（
以
下
単
に
「
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
」
と
い
う
。
）
を
経

過
し
た
も
の
（
同
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
国
際
相
互
承
認
液
化
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
、
容
器
製
造
業
者
が
国

際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
充
塡
可
能
期
限

年
月
を
定
め
な
い
も
の
を
除
く
。
）
）
に
は
、
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
し
な

い
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
含
ま

れ
る
充
塡
可
能
な
期
限
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
）
。 

ワ 

［
略
］ 

三
～
八 

［
略
］ 

 

（
五
六
四
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
保
安
統
括
者
の
選
任
等
） 

第
二
十
三
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

［
略
］ 

五 

処
理
能
力
が
二
十
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
事
業
所
に
お
い
て
、

専
ら
常
用
の
圧
力
が
八
十
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
縮
水
素
を
燃
料

と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
器
に
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る

者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
そ
の
製
造
に
係
る
保

安
に
つ
い
て
監
督
さ
せ
る
も
の 

イ 

甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙
種
化
学
責

任
者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
又
は
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
の

交
付
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
圧
縮
水
素
又
は
液
化
水
素
の
製

造
に
関
し
六
月
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者 

ロ 

甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙
種
化
学
責

任
者
免
状
、
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
又
は
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
の

交
付
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
お
け
る

高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
関
す
る
講
習
（
当
該
講
習
を
適
切
に
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。）
を
修
了
し
た
者
で
あ
つ
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て
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
に
係
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
関
し
六

月
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者 

ハ 
甲
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
甲
種
機
械
責

任
者
免
状
又
は
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ

り
、
か
つ
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
関

す
る
講
習
（
当
該
講
習
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
行

う
も
の
に
限
る
。）
を
修
了
し
た
者
で
あ
つ
て
、
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造

に
関
し
六
月
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者 

３ 

［
略
］ 

 

（
五
六
八
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
保
安
係
員
等
の
講
習
） 

第
二
十
七
条 

［
略
］ 

２
・
３ 

［
略
］ 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
り
前
三
項
の
期
間
内
に
講
習
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

は
、
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
内
に
講
習
を

受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
五
七
一
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
） 

第
三
十
四
条 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
製
造
施
設
以
外
の
製
造
施
設
（
以
下

「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

２ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
安
検
査
又
は

同
項
第
二
号
の
認
定
保
安
検
査
実
施
者
が
自
ら
行
う
保
安
検
査
は
、
一
年

（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
期
間
）
に
一
回
受
け
、
又
は
自
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
回
数
で
保
安
検
査
を

受
け
、
又
は
自
ら
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
由
を
勘
案

し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
に
一
回
受
け
、
又
は
自
ら
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
で
あ
つ

て
、
様
式
第
十
六
の
二
の
高
圧
ガ
ス
製
造
施
設
休
止
届
書
に
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
て
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出

た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
回
の
保
安
検
査
（
保
安
検
査
を
受
け
又
は
自

ら
行
つ
た
こ
と
の
な
い
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
、
完
成
検
査
。
以
下
同

じ
。
）
の
日
か
ら
当
該
製
造
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
期

間
が
一
年
以
上
（
前
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
製
造
施
設
に
あ
つ
て

は
、
前
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
以
上
）
で
あ
る
も
の
（
以
下

「
休
止
施
設
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
造
施
設
を
再
び
使
用
し

よ
う
と
す
る
と
き
ま
で
受
け
、
又
は
自
ら
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
の
位
置
、
範
囲
等
を
明
示
し
た
図
面 

二 

使
用
を
休
止
し
た
特
定
施
設
に
つ
い
て
講
じ
た
措
置
を
記
載
し
た
書
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面 
４ 
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
項
の
保
安
検
査

を
、
前
回
の
保
安
検
査
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
（
同
項
の
経
済
産

業
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

期
間
を
経
過
し
た
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
の

前
後
一
月
以
内
（
認
定
完
成
検
査
実
施
者
、
認
定
保
安
検
査
実
施
者
又
は

自
主
保
安
高
度
化
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
基
準
日
の
前
後
三
月
以
内
）
に

受
け
又
は
自
ら
保
安
検
査
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基
準
日
に
お
い

て
当
該
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
項
の
保
安
検
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
特
定
製
造
者
（
認
定
完
成
検
査
実
施
者
、
認
定
保
安
検

査
実
施
者
又
は
自
主
保
安
高
度
化
事
業
者
を
除
く
。）
は
、
前
回
の
保
安
検

査
の
日
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
項
の
保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら

行
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
一
年
を
超
え

な
い
日
（
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
休
止
施
設
を
除

く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
が
終
了
す
る

日
、
休
止
施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日

の
三
十
日
前
）
ま
で
に
、
様
式
第
十
七
の
保
安
検
査
申
請
書
を
、
事
業
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
項
の
保
安
検
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
認
定
完
成
検
査
実
施
者
、
認
定
保
安
検
査
実
施
者
又
は

自
主
保
安
高
度
化
事
業
者
は
、
前
回
の
保
安
検
査
の
日
か
ら
一
年
二
月
を

超
え
な
い
日
（
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
休
止
施
設
を
除

く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
が
終
了
す
る

日
か
ら
二
月
を
超
え
な
い
日
、
休
止
施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
を
再

び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
）
ま
で
に
、
様
式
第
十
七
の
保
安

検
査
申
請
書
を
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

［
略
］ 

 

（
五
七
二
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
協
会
等
に
よ
る
保
安
検
査
証
の
届
出
等
） 

第
三
十
五
条 

［
略
］ 

２ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う

保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四

項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府

県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
が
行
う
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び

第
六
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の

は
「
協
会
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協

会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
［
略
］ 

４ 
前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検

査
機
関
が
行
う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
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本
文
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二

項
中
「
都
道
府
県
知
事
が
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
が

行
う
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
、
同
条
第

七
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

［
略
］ 

 

（
五
七
四
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
定
期
自
主
検
査
を
行
う
製
造
施
設
） 

第
三
十
八
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
五
条
の
二
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
ガ
ス
設
備

（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
の
自
主
検
査
は
、
ガ
ス
設

備
が
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
耐

圧
試
験
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

一
年
（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が

定
め
る
期
間
）
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
回
数
で
自
主
検
査
を
行
う
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
期
間
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

［
略
］ 

 

（
五
七
五
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
完
成
検
査
に
係
る
認
定
の
基
準
等
） 

第
四
十
一
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
検
査
及
び
現
地
検
査
又
は
こ
れ
に
類
す

る
検
査
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 

第
四
十
二
条 

［
略
］ 

 

（
五
七
六
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
保
安
検
査
に
係
る
認
定
の
基
準
等
） 

第
四
十
三
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
検
査
及
び
現
地
検
査
又
は
こ
れ
に
類
す

る
検
査
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 
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（
五
七
七
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
協
会
等
に
よ
る
調
査
の
申
請
等
） 

第
四
十
四
条 
［
略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
等
が
行
う
調
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
し
、
書
類
調
査
及
び
現
地
調
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
調
査
に
よ
り
行

う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３
～
５ 

［
略
］ 

６ 

法
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
の
協
会
等
が
行
う
調
査
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
調
査
及
び
現
地
調
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
調
査

に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

７ 

［
略
］ 

 

（
六
〇
二
頁 

令
和
元
年
九
月
一
一
日 

省
令
第
三
六
号
の
附
則
の
次
に
追

加
） 

  

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
一
月
一
二
日
省
令
第
四
一
号
］ 

＊ 省
令
第
四
一
号
は
、
「
容
器
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
」 

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
二
月
二
八
日
省
令
第
一
二
号
］ 

＊ 省
令
第
一
二
号
は
、
「
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
三
月
一
七
日
省
令
第
一
五
号
］ 

＊ 省
令
第
一
五
号
は
、
「
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
省
令
第
三
七
号
］ 

＊ 省
令
第
三
七
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
六
月
二
六
日
省
令
第
六
〇
号
］ 

＊ 省
令
第
六
〇
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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   様

式
第

1
7
（
第

3
4
条
、

第
3
5
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

～
３

 
［

略
］
 

４
 

前
回

の
保

安
検

査
の

年
月

日
の

欄
に

は
、

第
3
4
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

５
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

申
請

者
が

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
、
認

定
保

安
検
査

実

施
事

業
者
、
特

定
認
定

事
業

者
又

は
自

主
保

安
高

度
化

事
業
者

の
場

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

旨
 

⑵
 

第
3
4
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

る

場
合

は
そ

の
旨
 

⑶
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

６
 

［
略

］
 

 様
式

第
1
8
（
第

3
4
条
、

第
3
5
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

 
［

略
］
 

２
 

保
安

検
査

の
年

月
日

検
査

職
員

又
は

検
査

員
氏

名
の

欄
に

は
、

第
3
4
条

第
４
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

又
は

自
ら
行
つ
た

と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
に
、
当

該
年
月

日
を

記
載

す
る
こ

と
。 

３
・

４
 

［
略

］
 

  様
式

第
1
9
（
第

3
5
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

の
欄

に
は

、
第

3
4
条

第
４
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

又
は

自
ら

行
つ

た
と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
年

月
日

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

申
請

者
が

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
、
認

定
保

安
検
査

実

施
事

業
者
、
特

定
認
定

事
業

者
又

は
自

主
保

安
高

度
化

事
業
者

の
場

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

旨
 

⑵
 

第
3
4
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑶
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

５
 

［
略

］
 

 様
式

第
2
0
（
第

3
5
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

の
欄

に
は

、
第

3
4
条

第
４
項

に
よ

り
当

該
検

査
を

受
け

又
は

自
ら

行
つ

た
と

み
な

さ
れ

る
日

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
年

月
日

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

申
請

者
が

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
、
認

定
保

安
検
査

実

（
六
五
三
頁 

一
部
改
正
） 

（
六
五
四
頁 

一
部
改
正
） 
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施
事

業
者
、
特

定
認
定

事
業

者
又

は
自

主
保

安
高

度
化

事
業
者

の
場

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

旨
 

⑵
 

第
3
4
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑶
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

５
 

［
略

］
 

   様
式

第
2
1
（
第

3
6
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

検
査

員
氏

名
の

欄
に

は
、

第
3
4
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。
 

⑴
 

第
3
4
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

 様
式

第
2
2
（
第

3
6
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

保
安

検
査

の
年

月
日

検
査

員
氏

名
の

欄
に

は
、

第
3
4
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
3
4
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

   様
式

第
3
4
（
第

4
9
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

前
回

の
保

安
検

査
の

年
月

日
の

欄
に

は
、

第
3
4
条

第
４

項
に

よ
り

当
該

検
査

を
受

け
又

は
自

ら
行

つ
た

と
み

な
さ

れ
る

日
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
3
4
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

５
 

氏
名

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
署

名
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
署

名
は

必
ず

本
人

が
自
署

す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
六
五
五
頁 

一
部
改
正
） 

（
六
六
一
頁 

一
部
改
正
） 
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   様

式
第

3
4
の
６

（
第

49
条

の
５
関

係
）
 

          

  

        

  様
式

第
3
4
の
７

（
第

49
条

の
５
関

係
）
 

             

       

 

特
定

認
定

完
成

検
査

実
施

事
業

者
 

変
更

届
 

特
定
 

×
整

理
番

号
 

 

×
受
理
年

月
日
 

年
 
月
 

日
 

名
称
（
事

業
所
の

名
称
を

含
む
。
）
 

 

事
業

所
（

本
社

）
所

在
地

 
 

事
業

所
所

在
地
 

 

変
更

の
内

容
 

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
 

代
表

者
 

氏
名

 
 

 
 
 
 

 
 
㊞
 

 
 

 
 

 
殿
 

備
考

 
１

～
３

 
［

略
］
 

 

特
定

認
定

保
安

検
査

実
施

事
業

者
 

変
更

届
 

特
定

 

×
整

理
番

号
 

 

×
受

理
年

月
日

 
年

 
月

 
日

 

名
称

（
事

業
所

の
名

称
を

含
む

。
）

 
 

事
業

所
（

本
社

）
所

在
地

 
 

事
業

所
所

在
地

 
 

変
更

の
内

容
 

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
 

代
表

者
 

氏
名

 
 

 
 
 
 

 
 
㊞
 

 
 

 
 

 
殿
 

備
考

 
１

～
３

 
［

略
］
 

（
六
六
四
頁 

一
部
改
正
） 
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特特
定定
設設
備備
検検
査査
規規
則則 

 

（
六
七
八
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
） 

第
十
四
条 

［
略
］ 

２
～
８ 

［
略
］ 

 

９ 

ラ
イ
ナ
ー
に
周
方
向
の
み
又
は
軸
方
向
及
び
周
方
向
に
樹
脂
含
浸
連
続

繊
維
を
巻
き
付
け
た
複
合
構
造
を
有
す
る
圧
力
容
器
に
使
用
す
る
連
続
繊

維
の
許
容
引
張
応
力
の
値
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
る
許
容
引
張

応
力
の
値
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
六
八
一
頁 

新
設
） 

 

（
解
析
を
用
い
た
設
計
を
行
う
場
合
の
材
料
の
許
容
応
力
等
） 

第
十
七
条
の
三  

第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
解
析

を
用
い
た
設
計
を
行
う
場
合
の
材
料
の
許
容
応
力
等
の
値
は
、
解
析
の
種

類
に
応
じ
、
適
切
な
値
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
七
〇
一
頁 

令
和
元
年
七
月
一
日 

省
令
第
一
七
号
の
附
則
の
次
に
追

加
） 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
二
月
二
八
日
省
令
第
一
二
号
］ 

＊ 省
令
第
一
二
号
は
、
「
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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冷冷
凍凍
保保
安安
規規
則則 

 

（
七
三
九
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
特
定
施
設
の
範
囲
等
） 

第
四
十
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
都
市
の

長
が
行
う
保
安
検
査
又
は
同
項
第
二
号
の
認
定
保
安
検
査
実
施
者
が
自
ら

行
う
保
安
検
査
は
、
三
年
に
一
回
受
け
、
又
は
自
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
回
数
で

保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

事
由
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
に
一
回
受
け
、
又
は
自

ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

［
略
］ 

（
協
会
等
が
保
安
検
査
を
行
う
特
定
施
設
の
指
定
等
） 

第
四
十
一
条 

［
略
］ 

２ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
協
会
が
行
う
保
安
検
査
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
三
十
五
条
第

一
項
本
文
の
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
協
会
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
事
業

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は

「
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

［
略
］ 

４ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行

う
保
安
検
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
法

第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
指
定
都
市
の
長
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
保
安
検
査
機
関
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
事
業
所
の
所
在
地
に
お
い
て
保
安
検
査
を
行
う
指
定
保
安

検
査
機
関
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の

長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
保
安
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

５ 

［
略
］ 

 

（
七
四
一
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
定
期
自
主
検
査
を
行
う
製
造
施
設
等
） 

第
四
十
四
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
自
主
検
査
は
、
第
一
種
製
造
者
の

製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
法
第
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
（
耐
圧
試
験
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
、

又
は
第
二
種
製
造
者
の
製
造
施
設
に
あ
つ
て
は
法
第
十
二
条
第
一
項
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
耐
圧
試
験
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
一
年
に
一
回
以
上
行
わ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

そ
の
回
数
で
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
由

を
勘
案
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

［
略
］ 

 

（
七
四
二
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
完
成
検
査
に
係
る
認
定
の
基
準
等
） 

第
四
十
七
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
検
査
及
び
現
地
検
査
又
は
こ
れ
に
類
す

る
検
査
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 

 

（
七
四
三
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
保
安
検
査
に
係
る
認
定
の
基
準
等
） 

第
四
十
九
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
検
査
及
び
現
地
検
査
又
は
こ
れ
に
類
す

る
検
査
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 

（
協
会
等
に
よ
る
調
査
の
申
請
等
） 

第
五
十
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
等
が
行
う
調
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
し
、
書
類
調
査
及
び
現
地
調
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
調
査
に
よ
り
行

う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

３
～
５ 

［
略
］ 

６ 

法
第
三
十
九
条
の
七
第
三
項
の
協
会
等
が
行
う
調
査
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
し
、
書
類
調
査
及
び
現
地
調
査
又
は
こ
れ
に
類
す
る
調
査

に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

［
略
］ 

７ 

［
略
］ 

 

（
七
六
〇
頁 

令
和
元
年
九
月
一
一
日 

省
令
第
三
六
号
の
附
則
の
次
に
追

加
） 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
省
令
第
三
七
号
］ 

＊ 省
令
第
三
七
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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＊ 
附附  

則則 

［
令
和
二
年
六
月
二
六
日
省
令
第
六
〇
号
］ 

＊ 省
令
第
六
〇
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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   様

式
第

2
3
（
第

4
0
条
及

び
第

4
1
条

関
係

）
 

保
安

検
査

申
請

書
 

冷凍
 

×
整

理
番

号
 

 

×
検

査
結

果
 

 

×
受

理
年

月
日
 

 
 
年

 
月

 
日
 

×
許

可
番

号
 

 

名
称

（
事

業
所

の
名

称
を

含
む

。
） 

 

事
務

所
（

本
社

）
所

在
地

 
 

事
業

所
所

在
地

 
 

製
造

施
設

完
成

検
査

許
可

証
 

の
交

付
年

月
日

 
 

前
回

保
安

検
査

に
係

る
 

保
安

検
査

証
の

交
付

年
月

日
 

 

備
考
 

 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

代
表

者
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

 
 

 
 

 
殿
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］

 
３

 
備

考
の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
4
0
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

る

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

４
 

氏
名

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
署

名
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
署

名
は

必
ず

本
人

が
自
署

す

る
も

の
と

す
る

。
 

   様
式

第
2
5
（
第

4
1
条
関

係
）
 

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会
 

保
安

検
査

受
験

届
書
 

冷
凍
 

×
整

理
番

号
 

 

×
受

理
年
月

日
 

 
 
年

 
月

 
日
 

名
称

（
事

業
所

の
名

称
を

含

む
。
）
 

 

事
務

所
（

本
社

）
所

在
地
 

 

事
業

所
所

在
地
 

 

検
査

を
受

け
た

特
定

施
設
 

 

保
安

検
査

証
の

検
査

番
号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

高
圧

ガ
ス

保
安

協
会

 
 

第
 

 
号
 

検
査

を
受

け
た

年
月

日
 

 

（
七
八
一
頁 

一
部
改
正
）
冷
凍
則 

（
七
八
ニ
頁 

一
部
改
正
） 
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 備

考
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

代
表

者
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

 
 

 
 

 
殿
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］

 
３

 
備

考
の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
4
0
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

る

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

４
 

氏
名

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
署

名
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
署

名
は

必
ず

本
人

が
自
署

す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

  様
式

第
2
6
（
第

4
1
条
関

係
）
 

指
定

保
安

検
査

機
関
 

保
安

検
査

受
験

届
書
 

冷
凍
 

×
整

理
番

号
 

 

×
受

理
年
月

日
 

 
 
年

 
月

 
日
 

名
称

（
事

業
所

の
名

称
を

含

む
。
）
 

 

事
務

所
（

本
社

）
所

在
地
 

 

事
業

所
所

在
地
 

 

検
査

を
受

け
た

特
定

施
設
 

 

保
安

検
査

証
の

検
査

番
号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

指
定

保
安

検
査

機
関

名
 

 
第

 
 

号
 

検
査

を
受

け
た

年
月

日
 

 

備
考
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

代
表

者
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

 
 

 
 

 
殿
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］

 
３

 
備

考
の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
4
0
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

受
け

る

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

４
 

氏
名

を
記

載
し

、
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
、
署

名
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
署

名
は

必
ず

本
人

が
自
署

す

る
も

の
と

す
る

。
 

  

（
七
八
三
頁 

一
部
改
正
） 
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 様

式
第

2
7
（
第

4
2
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
4
0
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

   様
式

第
2
8
（
第

4
2
条
関

係
）
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
4
0
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

 

   

   様
式

第
4
0
（
第

5
5
条
関

係
）
 

保
安

検
査

記
録

届
書
 

冷
凍
 

×
整

理
番

号
 

 

×
受

理
年
月

日
 

 
年

 
月
 

日
 

名
称

（
事

業
所

の
名

称
を

含

む
。
）
 

 

事
務

所
（

本
社

）
所

在
地
 

 

事
業

所
所

在
地
 

 

前
回

保
安

検
査

に
係

る
 

保
安

検
査

証
の

交
付

年
月

日
 

又
は

終
了

年
月

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

検
査

年
月

日
 

年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
年
 
 
月
 
 
日
 

検
査

結
果

を
確

認
し

た
責

任

者
 

 

備
考
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

代
表

者
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

（
七
八
四
頁 

一
部
改
正
） 

（
七
九
〇
頁 

一
部
改
正
） 
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殿
 

［
略

］
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］
 

３
 

備
考

の
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

第
4
0
条
第

２
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
大

臣
が
災

害
そ

の

他
の

事
由

を
勘

案
し

て
定

め
る

期
間

に
保

安
検

査
を

行
っ

た

場
合

は
そ

の
旨
 

⑵
 

そ
の

他
必

要
な

事
項
 

４
 

［
略

］
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容容
器器
保保
安安
規規
則則 

 

（
七
九
九
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
九 

［
略
］ 

十 

一
般
継
目
な
し
容
器 

継
目
な
し
容
器
で
あ
つ
て
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
以
外
の
も
の 

十
一
・
十
二 

［
略
］ 

十
三 

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

も
の
（
第
十
三
号
の
三
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器 
継
目
な
し
容
器

で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た

め
の
容
器 

ロ 

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器 

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
複
合
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素

を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器 

十
三
の
二
～
二
十
七 

［
略
］ 

二
十
七
の
二 

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
係
る

耐
圧
試
験
圧
力 

最
高
充
塡
圧
力
の
数
値
の
二
分
の
三
倍 

二
十
七
の
三 

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
に
係
る
耐

圧
試
験
圧
力 

最
高
充
塡
圧
力
の
数
値
の
十
分
の
十
三
倍 

二
十
八
～
三
十
四 

［
略
］ 

 

（
八
〇
六
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
刻
印
等
の
方
式
） 

第
八
条 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な

い
よ
う
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一
～
四 

［
略
］ 

四
の
二 

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲
げ
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

の
区
分
及
び
当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の

旨
の
表
示
（
記
号 

Ｒ
） 

イ 

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
（
記
号 

Ｖ
Ｈ
１
） 

ロ 

ラ
イ
ナ
ー
の
最
小
破
裂
圧
力
が
最
高
充
塡
圧
力
の
百
二
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ
る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
複
合
容
器
（
記
号 

Ｖ
Ｈ
２
） 

ハ 
ラ
イ
ナ
ー
の
最
小
破
裂
圧
力
が
最
高
充
塡
圧
力
の
百
二
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ
る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
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料
装
置
用
複
合
容
器
（
記
号 

Ｖ
Ｈ
３
） 

四
の
二
の
二
～
十
五 

［
略
］ 

２ 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四
の
二 
［
略
］ 

五 

金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
（
フ

ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
複
合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）、
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
国
際

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）、
圧

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、

金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に

限
る
。
）
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
複
合
容
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

用
複
合
容
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

用
容
器
（
そ
れ
ぞ
れ
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

六 

［
略
］ 

３ 

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲
示
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
方
式
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三
の
二 

［
略
］ 

四 

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
容
器 

票
紙
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順

序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
フ
ー
プ
ラ

ッ
プ
層
の
見
や
す
い
箇
所
に
巻
き
込
む
方
式
と
す
る
。
た
だ
し
、
イ
及
び

チ
に
掲
げ
る
事
項
（
最
外
層
に
炭
素
繊
維
又
は
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
を
用
い
る

容
器
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
事
項
）
を
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
刻
印
し
た
も

の
又
は
適
当
な
材
質
の
票
紙
に
表
示
し
た
も
の
を
容
器
胴
部
の
外
面
に

取
れ
な
い
よ
う
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

イ 

［
略
］ 

ロ 

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項 

ハ 

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
ロ
に
掲
げ

る
事
項
に
続
け
て
、
次
に
掲
げ
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
の
区
分
及
び
当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
そ
の
旨
の
表
示
（
記
号 

Ｒ
） 

(イ) 

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
（
記
号 

Ｖ
１
） 

(ロ) 

ラ
イ
ナ
ー
の
最
小
破
裂
圧
力
が
最
高
充
塡
圧
力
の
百
二
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ
る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
（
記
号 

Ｖ
２
） 

(ハ) 

ラ
イ
ナ
ー
の
最
小
破
裂
圧
力
が
最
高
充
塡
圧
力
の
百
二
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ
る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
記
号 

Ｖ
３
） 

(ニ) 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
複
合
容
器
（
記
号 

Ｖ
４
） 

ニ 

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
ロ
に
掲
げ
る
事
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項
に
続
け
て
、
次
に
掲
げ
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
区

分
及
び
当
該
容
器
が
荷
室
用
容
器
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨

の
表
示
（
記
号 

Ｒ
） 

(イ) 
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
（
記
号 

Ｖ
Ｈ

１
） 

(ロ) 

ラ
イ
ナ
ー
の
最
小
破
裂
圧
力
が
最
高
充
塡
圧
力
の
百
二
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ
る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
（
記
号 

Ｖ
Ｈ
２
） 

(ハ) 

ラ
イ
ナ
ー
の
最
小
破
裂
圧
力
が
最
高
充
塡
圧
力
の
百
二
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ
る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
（
記
号 
Ｖ
Ｈ
３
） 

(ニ) 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
（
記
号 

Ｖ
Ｈ
４
） 

ホ 

第
一
項
第
四
号
の
二
の
二
か
ら
第
四
号
の
二
の
五
ま
で
に
掲
げ
る

事
項 

ヘ 

圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に

続
け
て
、
次
に
掲
げ
る
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
の
区
分 

(イ) 

ラ
イ
ナ
ー
の
最
小
破
裂
圧
力
が
最
高
充
塡
圧
力
の
百
二
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
の
圧
力
で
あ
る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送

自
動
車
用
容
器
（
記
号 

Ｔ
Ｈ
２
） 

(ロ) 

ラ
イ
ナ
ー
の
最
小
破
裂
圧
力
が
最
高
充
塡
圧
力
の
百
二
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
未
満
の
圧
力
で
あ
る
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送

自
動
車
用
容
器
（
記
号 

Ｔ
Ｈ
３
） 

(ハ) 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

（
記
号 

Ｔ
Ｈ
４
） 

ト 

第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項 

チ
～
ヌ 

［
略
］ 

五 

［
略
］ 

六 

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器 

票
紙
に
第
一
項

第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
四
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、

取
れ
な
い
よ
う
に
容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
貼
付
す
る
方
式 

七 

［
略
］ 

４ 

［
略
］ 

 

（
八
一
二
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
表
示
の
方
式
） 

第
十
条 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
し
よ
う
と
す
る
者

（
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
当
該

容
器
の
製
造
又
は
輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 
［
略
］ 

三 

容
器
の
外
面
に
容
器
の
所
有
者
（
当
該
容
器
の
管
理
業
務
を
委
託
し
て
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い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
容
器
の
所
有
者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
氏
名

等
」
と
い
う
。
）
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
容

器
に
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送

自
動
車
用
容
器
の
う
ち
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
も
の

で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
に
定
め
る
自
動
車
検
査
証

（
以
下
単
に
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行

規
則
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
又
は

道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
三
条
に
定
め
る
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
適
当

な
書
類
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
所
有
者
又
は
譲

受
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同
一
で
あ
る
も
の 

ロ 

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送

自
動
車
用
容
器
の
う
ち
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
て
い
な

い
も
の
で
あ
つ
て
、
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な

場
合
に
お
い
て
、
当
該
容
器
を
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
自
動
車
に
装
着

す
る
者
又
は
当
該
容
器
の
譲
渡
の
み
を
行
う
者
が
所
有
す
る
も
の 

ハ 
[

削
る] 

２
～
５ 

［
略
］ 

 

（
八
二
一
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
容
器
再
検
査
の
期
間
） 

第
二
十
四
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合

又
は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
こ
れ
ら
の
項
の
期
間
内
に

容
器
再
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
認
可

に
係
る
期
間
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間

を
も
つ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期

間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
八
二
三
頁 

一
部
改
正
） 

  

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
） 

第
二
十
六
条 

［
略
］ 

２
・
３ 

［
略
］ 

４ 
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
規
格
の
う
ち
、
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
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器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

［
略
］ 

５ 

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
規
格
の
う
ち
、
充
塡

可
能
期
限
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な

し
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

容
器
は
、
第
一
項
第
一
号
の
例
に
よ
り
外
観
検
査
（
外
面
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

容
器
は
、
第
四
項
第
二
号
の
例
に
よ
り
漏
え
い
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に

合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

容
器
は
、
容
器
ご
と
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

超
音
波
探
傷
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

そ
の
他
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

６
・
７ 

［
略
］ 

 

（
八
二
五
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
附
属
品
再
検
査
の
期
間
） 

第
二
十
七
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
又

は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
同
項
の
期
間
内
に
附
属
品
再

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
認
可
に
係
る

期
間
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
を
も
つ

て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
八
二
八
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
検
査
設
備
の
基
準
） 

第
三
十
三
条 

法
第
五
十
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の

基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

［
略
］ 

三 

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
の
再
検

査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査
設
備
を
備
え
る

こ
と
。 

イ
～
ニ 

［
略
］ 

ホ 

容
器
の
傷
及
び
亀
裂
を
超
音
波
探
傷
試
験
に
よ
り
確
認
す
る
た
め

の
設
備
（
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
う
場
合
に
限
る
。） 

四
～
七 

［
略
］ 

 
（
八
二
九
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
検
査
主
任
者
の
資
格
） 

第
三
十
四
条 
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
条
件
に
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適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

一
～
三 

［
略
］ 

四 

専
ら
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
（
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
う
も
の
を
除
く
。）
、
国
際
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動

車
用
容
器
並
び
に
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る

附
属
品
を
検
査
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検

定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基

づ
く
一
級
大
型
自
動
車
整
備
士
、
一
級
小
型
自
動
車
整
備
士
、
一
級
二
輪

自
動
車
整
備
士
、
二
級
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
整
備
士
、
二
級
ジ
ー
ゼ
ル
自
動

車
整
備
士
又
は
二
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の
資
格
を
有
す
る
者 

 

（
八
三
〇
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
） 

第
三
十
七
条 

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
刻
印
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
次
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
刻

印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
第
五
号
に
規
定
す
る
方
式
に
従

つ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を
も
つ
て
、
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

で
あ
つ
て
、
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
次
項
第
六
号
に
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を

も
つ
て
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
刻
印
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ
～
ホ 

［
略
］ 

二 

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
で
あ
つ
て
超
音
波
探

傷
試
験
に
合
格
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
式

と
す
る
。 

イ 

前
号
の
例
に
よ
り
刻
印
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
に
装

置
さ
れ
た
状
態
で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
第
五
号

に
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を
も
つ
て
こ
れ
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ロ 

超
音
波
探
傷
試
験
に
合
格
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年

を
経
過
し
た
日
又
は
十
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
容
器
等

製
造
業
者
が
定
め
た
日
を
前
回
の
超
音
波
探
傷
試
験
（
超
音
波
探
傷
試

験
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器
検
査
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
合
格
し
た
と
き
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
の
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刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印
し
、
前
回
の
超
音
波
探
傷
試
験
の
と
き
の
充

塡
可
能
期
限
年
月
日
の
刻
印
を
二
本
の
平
行
線
の
刻
印
で
消
す
も
の

と
す
る
。 

三 

［
略
］ 

２
・
３ 

［
略
］ 

 

（
八
四
九
頁 

令
和
元
年
九
月
一
一
日 

省
令
第
三
六
号
の
附
則
の
次
に
追

加
） 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
一
月
一
二
日
省
令
第
四
一
号
］ 

＊ 省
令
第
四
一
号
は
、「
容
器
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
省
令
第
三
七
号
］ 

＊ 省
令
第
三
七
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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国国
際際
相相
互互
承承
認認
にに
係係
るる
容容
器器
保保
安安
規規
則則 

 

（
八
七
四
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
表
示
の
方
式
） 

第
七
条 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
し
よ

う
と
す
る
者
（
当
該
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合

に
お
け
る
容
器
の
製
造
又
は
輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
器
の
所
有
者
（
当
該
容
器
の
管
理

業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
容
器
の
所
有
者
又
は
当
該
管

理
業
務
受
託
者
）
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
氏
名
等
」
と
い
う
。）
を
記
載
し
た
票
紙
で
あ
っ
て
は
が

れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
容
器
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
で
あ
っ
て
、
道
路
運
送

車
両
法
第
五
十
八
条
に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
（
以
下
単
に
「
自
動
車

検
査
証
」
と
い
う
。
）、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条
の
二

第
三
項
に
定
め
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
三

十
三
条
に
定
め
る
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
適
当
な
書
類
に
記
載
さ
れ
て

い
る
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
所
有
者
又
は
譲
受
人
と
容
器
の
所

有
者
が
同
一
で
あ
る
も
の
ロ 

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し

て
い
な
い
容
器
で
あ
っ
て
、
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明

ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
容
器
を
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
自
動
車

に
装
着
す
る
者
又
は
当
該
容
器
の
譲
渡
の
み
を
行
う
者
が
所
有
す
る

も
の 

ロ 

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
て
い
な
い
容
器
で
あ
っ
て
、
容

器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該

容
器
を
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
自
動
車
に
装
着
す
る
者
又
は
当
該
容

器
の
譲
渡
の
み
を
行
う
者
が
所
有
す
る
も
の 

二 

［
略
］ 

２
・
３ 

［
略
］ 

 

（
八
七
七
頁 

一
部
改
正
） 

 

第
十
四
条 

法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
一
の
特
別
充
塡
許
可
申
請
書
に
事
由
を
具
し
た
書
面
を
添
え
て
、
充
塡
す

る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
が
五
百
リ

ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
充
塡
を
す
る
事
業
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定

都
市
」
と
い
う
。）
の
区
域
内
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
第
二
十
一

条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
六

条
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
容
器
再
検
査
の
期
間
） 
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第
十
五
条 

［
略
］ 

２ 
［
略
］ 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合

又
は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
こ
れ
ら
の
項
の
期
間
内
に

容
器
再
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
認
可

に
係
る
期
間
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間

を
も
っ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期

間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
八
七
八
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
附
属
品
再
検
査
の
期
間
） 

第
十
八
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
又

は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
同
項
の
期
間
内
に
附
属
品
再

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
認
可
に
係
る

期
間
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
を
も
っ

て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
八
七
九
頁 

新
設
） 

 

（
法
第
五
十
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
） 

第
二
十
一
条
の
二 
 

法
第
五
十
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
容
器
再
検
査
又
は
附
属
品
再
検
査
を

適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。 

２ 

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
、
法
人
で
あ
っ
て
そ
の
業
務

を
行
う
役
員
又
は
こ
れ
ら
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
当
該

登
録
を
受
け
た
者
又
は
法
人
で
あ
っ
て
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
が
精
神
の

機
能
の
障
害
を
有
す
る
状
態
と
な
り
、
容
器
再
検
査
又
は
附
属
品
再
検
査
の

適
正
な
実
施
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
と
き
は
、
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の

見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
八
九
〇
頁 

令
和
元
年
七
月
一
日 

省
令
第
一
七
号
の
附
則
の
次
に
追
加
） 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
一
月
一
二
日
省
令
第
四
一
号
］ 

＊ 省
令
第
四
一
号
は
、「
容
器
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
三
月
四
日
省
令
第
一
三
号
］ 

＊ 省
令
第
一
三
号
は
、
「
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
省
令
第
三
七
号
］ 

＊ 省
令
第
三
七
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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   様

式
第

２
（
第

2
1
条

関
係

）
国

際
容

器
則
 

                    

  様
式

第
３

（
第

2
2
条

関
係

）
国

際
容

器
則
 

               

 

容
器

検
査

所
登

録
申

請
書

 
国

際
 

整
理

番
号

 

年
 
月
 

日
 

受
理

年
月

日
 

登
録

番
号

 

名
称

 
 

容
器

検
査

所
所

在
地

 
 

容
器

再
検

査
を

す
る

容
器

の
種

類
及

び
附

属
品

再
検

査
を

す
る

附
属

品
の

種
類

 

 

欠格事由に関する事項 

１
 
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
７
条
第

１
号

又

は
第
２
号

に
掲
げ

る
者

 
 

２
 
高
圧

ガ
ス
保

安
法
第

5
3

条
の
規
定

に
よ
り

登
録

を
取

り
消

さ
れ

、
取

消
し

の
日
か
ら

２
年
を

経
過
し

な
い
者

 

 

３
 
心

身
の

故
障

に
よ

り
容
器
再

検
査

又

は
附
属

品
再

検
査

を
適

正
に

行
う

こ
と

が
で
き

な
い

者
と

し
て

経
済

産
業

省
で

定
め
る
者

 

 

４
 
法

人
で

あ
っ

て
、

そ
の
業
務

を
行

う

役
員
の

う
ち

に
前

三
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す
る

者
が
あ

る
も
の

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

代
表

者
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
印

 

殿
 

備
考

 
１

・
２

 
［

略
］

 

 

容
器

検
査

所
登

録
申

請
書

 
国

際
 

整
理

番
号

 

年
 
月
 

日
 

受
理

年
月

日
 

登
録

番
号

 

名
称

 
 

容
器

検
査

所
所

在
地

 
 

容
器

再
検

査
を

す
る

容
器

の
種

類
及

び
附

属
品

再
検

査
を

す
る

附
属

品
の

種
類

 

 

欠格事由に関する事項 

１
 
高

圧
ガ

ス
保

安
法

第
７
条
第

１
号

又

は
第
２
号

に
掲
げ

る
者

 
 

２
 
高
圧

ガ
ス
保

安
法
第

5
3

条
の
規
定

に
よ
り

登
録

を
取

り
消

さ
れ

、
取

消
し

の
日
か
ら

２
年
を

経
過
し

な
い
者

 

 

３
 
心

身
の

故
障

に
よ

り
容
器
再

検
査

又

は
附
属

品
再

検
査

を
適

正
に

行
う

こ
と

が
で
き

な
い

者
と

し
て

経
済

産
業

省
で

定
め
る
者

 

 

４
 
法

人
で

あ
っ

て
、

そ
の
業
務

を
行

う

役
員
の

う
ち

に
前

三
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す
る

者
が
あ

る
も
の

 

 

年
 
 
月
 
 
日

 

代
表
者
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
印

 

殿
 

備
考
 
１
・
２
 
［
略
］

 

（
八
九
ニ
頁 

一
部
改
正
） 

（
八
九
三
頁 

一
部
改
正
） 
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高高
圧圧
ガガ
スス
保保
安安
法法
にに
基基
づづ
くく
高高
圧圧
ガガ
スス
製製
造造
保保
安安
責責
任任
者者

試試
験験
等等
にに
関関
すす
るる
規規
則則 

 

（
九
一
四
頁 
一
部
改
正
） 

 

（
受
験
手
続
等
） 

第
十
条 

製
造
保
安
責
任
者
試
験
又
は
販
売
主
任
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
製
造
保
安
責
任
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様

式
第
八
の
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
受
験
願
書
を
経
済
産
業
大
臣

（
乙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
丙
種
化
学
責
任
者
免
状
、
乙
種
機
械
責
任
者
免

状
、
第
二
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
又
は
第
三
種
冷
凍
機
械
責
任
者
免
状
に

係
る
製
造
保
安
責
任
者
試
験
に
つ
い
て
は
居
住
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
）
に
、
販
売
主
任
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式

第
九
の
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
試
験
受
験
願
書
を
居
住
地
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
知
事
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
保
安
責
任
者
試
験
又
は
販

売
主
任
者
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
前
項
の
製
造
保
安

責
任
者
試
験
受
験
願
書
又
は
販
売
主
任
者
試
験
受
験
願
書
に
そ
の
免
除
に

係
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
交
付
を
受
け
た
講
習
修
了
証
又
は
そ
の
写

し
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
講
習
修
了
証
等
」
と
い
う
。）
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、

講
習
修
了
証
等
を
添
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認

め
る
場
合
は
、
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
大
臣
又
は
居
住
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了

し
た
こ
と
を
経
済
産
業
大
臣
又
は
居
住
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が

確
認
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３
・
４ 

［
略
］ 

５ 

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
協
会
等
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
う
製
造

保
安
責
任
者
試
験
又
は
販
売
主
任
者
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
経
済
産
業
大
臣
又
は
居
住
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
協
会
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
九
一
八
頁 

令
和
元
年
七
月
一
日 

省
令
第
一
七
号
の
附
則
の
次
に
追
加
） 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
六
月
二
六
日
省
令
第
六
〇
号
］ 

＊ 省
令
第
六
〇
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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高高
圧圧
ガガ
スス
保保
安安
法法
にに
基基
づづ
くく
指指
定定
試試
験験
機機
関関
等等
にに
関関
すす
るる

省省
令令 

 

（
九
四
一
頁 
一
部
改
正
） 

 

（
指
定
保
安
検
査
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
） 

第
二
十
四
条 

法
第
五
十
八
条
の
三
十
の
三
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
七
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る

特
定
施
設
の
保
安
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

三 

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

令
第
七
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
特

定
施
設
の
保
安
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

四 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
令
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
規
定
す

る
特
定
施
設
の
保
安
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定 

五 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

  

（
九
六
五
頁 

令
和
元
年
七
月
一
日 

省
令
第
一
七
号
の
附
則
の
次
に
追
加
） 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
六
月
二
六
日
省
令
第
六
〇
号
］ 

＊ 省
令
第
六
〇
号
は
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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製製
造造
施施
設設
のの
位位
置置
、、
構構
造造
及及
びび
設設
備備
並並
びび
にに
製製
造造
のの
方方
法法
等等

にに
関関
すす
るる
技技
術術
基基
準準
のの
細細
目目
をを
定定
めめ
るる
告告
示示 

 

（
一
〇
三
三
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
保
安
電
力
を
保
有
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
製
造
施
設

等
） 

第
九
条 

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
条
第
一
項
第
三
十
二
号
（
第
七
条
第

一
項
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項

第
一
号
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
条
第

一
項
第
二
十
七
号
（
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第

七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、

第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
七
条
の
四
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
、
第
十
一
条
第

一
号
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
十
二

条
の
三
第
二
項
第
三
号
イ
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
五
条

第
一
項
第
二
十
号
並
び
に
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
五
条
第
一
項
第

五
十
号
（
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
六
条
第
一

項
第
一
号
、
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
七
条
の
二
第

一
項
第
一
号
並
び
に
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
で

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
製
造
施
設
の
保
安

の
確
保
に
必
要
な
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
十

九
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
も

の
を
い
う
。）
と
す
る
。 

一
～
十
六 

［
略
］ 

十
七 

監
視
所
に
お
い
て
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
内
の
監
視
を
行
う
た
め
に

必
要
な
設
備 

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号 

十
八
～
二
十
一 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

 

（
一
〇
五
二
頁 

平
成
二
八
年
一
一
月
一
日 

告
示
第
二
六
九
号
の
附
則
の

次
に
追
加
） 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
八
月
六
日
告
示
第
一
六
九
号
］ 

＊ 告
示
第
一
六
九
号
は
、「
製
造
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び

に
製
造
の
方
法
等
に
関
す
る
技
術
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示
」 

こ
の
告
示
は
令
和
二
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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容容
器器
保保
安安
規規
則則
にに
基基
づづ
きき
表表
示示
等等
のの
細細
目目
、、
容容
器器
再再
検検
査査
のの

方方
法法
等等
をを
定定
めめ
るる
告告
示示 

 

一
〇
八
一
頁 
一
部
改
正
） 

 

（
表
示
の
方
式
） 

第
一
条 

［
略
］ 

２ 

規
則
第
十
条
第
五
項
の
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め

る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

［
略
］ 

三 

規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
表
示 

圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ

っ
て
は
、
規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
示
に
つ
い
て
は
次
の
イ
か
ら

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
方
式
、
同
項
第
三
号
の
表
示
に
つ
い
て
は
ヘ
に
掲
げ
る

方
式 

イ
～
ホ 

［
略
］ 

ヘ 

容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
規
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の

氏
名
等
（
以
下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
票
紙
で
あ
っ
て

は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す
る
こ
と
。 

四 

規
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
氏
名
等
の
表
示 

次
に
掲

げ
る
方
式 

イ 

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自
動
車
の
燃
料
装
置
用

と
し
て
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
容
器
が
コ
ン
テ
ナ
内
に
内
蔵
さ
れ
る
場
合

は
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
外
面
、
そ
の
他
の
場
合
は
容
器
の
外
面
の
見
や
す

い
箇
所
に
氏
名
等
を
記
載
し
た
票
紙
で
あ
っ
て
は
が
れ
る
お
そ
れ
の

な
い
も
の
を
貼
付
す
る
方
式 

ロ
～
ト 

［
略
］ 

３ 

容
器
の
所
有
者
は
、
前
項
第
三
号
ハ
、
ニ
及
び
ホ
の
規
定
に
よ
り
表
示
を

し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
表
示
を
変
更
す
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
ハ
、
ニ
及
び
ホ
の
例
に
よ
り

表
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
一
〇
九
一
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
等
の
外
観
検
査
） 

第
十
八
条 

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
及
び
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従

っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し

た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

［
略
］ 

 

（
一
〇
九
二
頁 
一
部
改
正
） 
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（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
等
の
漏
え
い
試
験
） 

第
十
九
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継

目
な
し
容
器
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「
圧
縮

天
然
ガ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
圧
縮
水
素
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
十
二
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
圧
力
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
試
験
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
一
〇
九
二
頁 

新
設
） 

 

（
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
の
超
音
波
探
傷
試
験
） 

第
十
九
条
の
二  

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
の
超
音
波

探
傷
試
験
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験

は
、
容
器
を
自
動
車
か
ら
取
り
外
し
た
状
態
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

一
般
財
団
法
人
日
本
自
動
車
研
究
所
基
準
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
０
０
３
（2

01
8

）

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
の
技
術
基
準
第
十
四
条

に
定
め
る
非
破
壊
検
査
方
法
に
従
っ
て
行
う
こ
と
。 

二 

次
の
基
準
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
場
合
に
合
格
と
す
る
。 

イ 

容
器
検
査
時
に
記
録
さ
れ
た
傷
に
つ
い
て
、
容
器
検
査
時
の
エ
コ
ー

高
さ
を
超
え
る
エ
コ
ー
高
さ
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。 

ロ 

容
器
検
査
時
に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
傷
で
あ
っ
て
、
容
器
製
造
業
者

が
設
定
す
る
評
価
ス
リ
ッ
ト
の
エ
コ
ー
高
さ
の
二
分
の
一
を
超
え
る

エ
コ
ー
高
さ
が
検
出
さ
れ
る
傷
が
な
い
こ
と
。 

 

（
一
〇
九
二
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
等
の
外
観
検
査
） 

第
二
十
条 

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容

器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

検
査
は
、
容
器
を
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

［
略
］ 

 

（
一
〇
九
三
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
等
の
漏
え
い
試
験
） 

第
二
十
一
条 

［
略
］ 

２ 
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運

送
自
動
車
用
容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
試
験
」

と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
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験
は
、
容
器
を
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

［
略
］ 

 

（
一
〇
九
五
頁 
一
部
改
正
） 

 

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
） 

第
二
十
二
条 

［
略
］ 

２ 

規
則
第
二
十
六
条
第
四
項
第
三
号
、
同
条
第
五
項
第
四
号
及
び
同
条
第
六

項
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
一
の
四 

［
略
］ 

二 

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

［
略
］ 

ロ 

容
器
は
、
当
該
容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
容
器
証
票
に
記
載
さ
れ
た

車
台
番
号
と
異
な
る
車
台
番
号
の
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置

さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
容
器
の
自
動

車
又
は
二
輪
自
動
車
か
ら
の
取
り
外
し
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に

装
置
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
保
管
及
び
自
動
車
又
は
二
輪
自

動
車
へ
の
装
置
に
お
い
て
、
当
該
容
器
及
び
こ
れ
に
装
置
さ
れ
た
附
属

品
の
損
傷
を
防
止
す
る
措
置
そ
の
他
当
該
容
器
及
び
附
属
品
の
保
安

を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

三 

自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
容
器
に
あ
っ
て
は
、
自

動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
当
該
容
器
の
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
か
ら
の
取
り
外
し
、
自
動
車

又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
保
管
及
び
自
動

車
又
は
二
輪
自
動
車
へ
の
装
置
に
お
い
て
、
当
該
容
器
及
び
こ
れ
に
装
置
さ

れ
た
附
属
品
の
損
傷
を
防
止
す
る
措
置
そ
の
他
当
該
容
器
及
び
附
属
品
の

保
安
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

 

（
一
〇
九
八
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
） 

第
二
十
九
条 

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
附
属
品
の
基
準
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
附
属
品
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
附
属
品
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

［
略
］ 

ロ 
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
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容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
た
附
属
品
は
、

当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
た
容
器
を
装
置
し
た
自
動
車
又
は
二
輪
自

動
車
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
に
記
載
さ
れ
た
容
器

の
記
号
及
び
番
号
と
異
な
る
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
容
器
の
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
か
ら

の
取
り
外
し
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
状
態

に
お
け
る
保
管
及
び
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
へ
の
装
置
に
お
い
て
、

当
該
容
器
及
び
こ
れ
に
装
置
さ
れ
た
附
属
品
の
損
傷
を
防
止
す
る
措

置
そ
の
他
当
該
容
器
及
び
附
属
品
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
附
属
品
に
あ

っ
て
は
、
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
容
器
の
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
か
ら
の
取
り
外
し
、
自
動
車
又
は

二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
保
管
及
び
自
動
車

又
は
二
輪
自
動
車
へ
の
装
置
に
お
い
て
、
当
該
容
器
及
び
こ
れ
に
装
置
さ

れ
た
附
属
品
の
損
傷
を
防
止
す
る
措
置
そ
の
他
当
該
容
器
及
び
附
属
品

の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

［
略
］ 

 

（
一
〇
九
九
頁 

一
部
改
正
） 

 

（
検
査
設
備
の
基
準
） 

第
三
十
一
条 

［
略
］ 

２
・
３ 

［
略
］ 

４ 

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

［
略
］ 

五 

容
器
の
傷
及
び
亀
裂
を
超
音
波
探
傷
試
験
に
よ
り
確
認
す
る
た
め
の

設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

一
探
触
子
斜
角
探
傷
用
超
音
波
探
傷
器
（
日
本
非
破
壊
検
査
協
会
Ｎ

Ｄ
Ｉ
Ｓ2

4
3
1

（20
1
8

）
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
用
鋼
製
蓄
圧
器
の
超
音
波

探
傷
試
験
方
法
－
附
属
書
Ａ
（
規
定
）
探
傷
器
及
び
探
傷
装
置
の
機
能

及
び
性
能
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。） 

ロ 

フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
超
音
波
探
傷
装
置 

５
～
８ 

［
略
］ 

  

（
一
一
〇
六
頁 

平
成
三
一
年
四
月
二
二
日 

告
示
第
一
〇
九
号
の
附
則
の

次
に
追
加
）  
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＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
一
月
一
二
日
告
示
第
一
二
三
号
］ 

＊ 告
示
第
一
二
三
号
は
、「
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、

容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
及
び
国
際
相
互
承
認
に
係
る

容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方

法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
」 

こ
の
告
示
は
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。  

  

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
告
示
第
一
六
六
号
］ 

＊ 告
示
第
一
六
六
号
は
、「
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、

容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
」 

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。  

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
六
月
一
五
日
告
示
第
一
二
九
号
］ 

＊ 告
示
第
一
二
九
号
は
、「
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、

容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
」 

こ
の
告
示
は
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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国国
際際
相相
互互
承承
認認
にに
係係
るる
容容
器器
保保
安安
規規
則則
にに
基基
づづ
きき
容容
器器

のの
規規
格格
等等
のの
細細
目目
、、
容容
器器
再再
検検
査査
のの
方方
法法
等等
をを
定定
めめ
るる
告告

示示 

  

（
一
一
二
七
頁 

平
成
三
一
年
四
月
二
二
日 

告
示
第
一
一
九
号
の
附
則
の

次
に
追
加
） 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
元
年
一
一
月
一
二
日
告
示
第
一
二
三
号
］ 

＊ 告
示
第
一
二
三
号
は
、「
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、

容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
及
び
国
際
相
互
承
認
に
係
る

容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方

法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
」 

こ
の
告
示
は
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

＊ 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
二
月
二
七
日
告
示
第
三
一
号
］ 

＊ 告
示
第
三
一
号
は
、
「
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基

づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
」 

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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一 

規
則
第
二
条
第
五
号

イ
及
び
第
六
号
イ
の
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る

国
、
地
域
又
は
機
関 

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ

ェ
コ
、
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ル
ビ
ア
、
英
国
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ス
イ
ス
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ル
ー
マ

ニ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ロ
シ
ア
、

ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス

ロ
ベ
ニ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
エ
ス

ト
ニ
ア
、
モ
ル
ド
バ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

ビ
ナ
、
ラ
ト
ビ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ザ
フ
ス
タ

ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ト
ル
コ
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ

ン
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
欧
州
連
合
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
キ
プ
ロ
ス
、
マ
ル
タ
、
大
韓

民
国
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア

ル
メ
ニ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
チ

ュ
ニ
ジ
ア
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
及
び
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア 

二 

規
則
第
二
条
第
五
号

ロ
及
び
第
六
号
ロ
の
経

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ

済
産
業
大
臣
が
定
め
る

国
、
地
域
又
は
機
関 

ェ
コ
、
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ル
ビ
ア
、
英
国
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ス
イ
ス
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ル
ー
マ

ニ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ロ
シ
ア
、

ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス

ロ
ベ
ニ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
エ
ス

ト
ニ
ア
、
モ
ル
ド
バ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

ビ
ナ
、
ラ
ト
ビ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ザ
フ
ス
タ

ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ト
ル
コ
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ

ン
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
欧
州
連
合
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
キ
プ
ロ
ス
、
マ
ル
タ
、
マ

レ
ー
シ
ア
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
モ
ン

テ
ネ
グ
ロ
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ジ
ョ

ー
ジ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
及
び
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

三 

規
則
第
二
条
第
五
号

ハ
及
び
第
六
号
ハ
の
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る

国
、
地
域
又
は
機
関 

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ

ェ
コ
、
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ル
ビ
ア
、
英
国
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ス
イ
ス
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ル
ー
マ

ニ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ロ
シ
ア
、

ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス

ロ
ベ
ニ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
エ
ス

ト
ニ
ア
、
モ
ル
ド
バ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

（
一
一
二
八
頁 

一
部
改
正
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 
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ビ
ナ
、
ラ
ト
ビ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ザ
フ
ス
タ

ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ト
ル
コ
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ

ン
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
欧
州
連
合
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
キ
プ
ロ
ス
、
マ
ル
タ
、
大
韓

民
国
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア

ル
メ
ニ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
チ

ュ
ニ
ジ
ア
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
及
び
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア 
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（
制
定
さ
れ
た
告
示
） 

液液
化化
石石
油油
ガガ
スス
保保
安安
規規
則則
等等
のの
規規
定定
にに
基基
づづ

くく
事事
由由
及及
びび
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
期期
間間

をを
定定
めめ
るる
件件  

 

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）

第
六
十
六
条
第
四
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業

省
令
第
五
十
三
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
、
特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事

の
監
督
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七

号
）
第
九
条
第
二
項
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産

業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
二
十
七
条
第
四
項
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保

及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第

十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
四
項
、
第
七
十
四
条
第
四
項
及
び
第
百
九
条
第
三
項
、

中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産

業
省
令
第
百
九
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
、
第
二
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
三

項
（
同
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

並
び
に
中
小
企
業
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三

十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

各
項
の
事
由
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

一 

事
由 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健

機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。） 

二 

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間 

イ 

次
に
掲
げ
る
期
間
が
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
者

は
、
当
該
期
間
を
一
年
間
延
長
す
る
。 

⑴ 

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

に
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
保
安
係
員
及
び
保
安
主
任
者
に
講
習
を
受
け
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間 

⑵ 

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
二
項
、
一
般
高
圧
ガ

ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
二
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規

則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
企
画
推
進
員
に
講
習

を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間 

⑶
～
⑸ 

［
略
］ 

ロ 

次
に
掲
げ
る
期
間
が
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
終
了
す
る
者
は
、
当
該
期
間
を
六
月
間
延
長
す
る
。 

⑴ 

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
三
項
、
一
般
高
圧
ガ

ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規

則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
係
員
及
び
保
安
主
任

者
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間 

⑵ 
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
一
項
、
一
般
高
圧
ガ

ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
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則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
企
画
推
進
員
に
講
習

を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間 

⑶
［
略
］ 

ハ 

［
略
］ 

 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
三
月
一
七
日
告
示
第
五
一
号
］ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

冷冷
凍凍
保保
安安
規規
則則
等等
のの
規規
定定
にに
基基
づづ
くく
事事
由由
並並

びび
にに
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
期期
間間
及及
びび
経経

済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
時時
期期
をを
定定
めめ
るる
件件 

 

冷
凍
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
第
四
十
条

第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
十
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
液
化
石
油
ガ
ス
保
安

規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
七
十
七
条
第
二
項
及

び
第
八
十
一
条
第
四
項
た
だ
し
書
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一

年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
七
十
九
条
第
二
項
及
び
第
八
十
三
条
第
三

項
た
だ
し
書
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令

第
八
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
電

気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
七
十
三
条

の
六
た
だ
し
書
、
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
二
項
た
だ

し
書
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号

た
だ
し
書
、
第
三
十
七
条
第
一
号
た
だ
し
書
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ

し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
八
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
た

だ
し
書
及
び
第
百
三
十
二
条
た
だ
し
書
、
中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試

験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
九
十
二
号
）
第
一
条
第

二
項
、
第
二
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
三
項
（
同
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
並
び
に
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平

成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
各
条
項
の
事
由
並
び
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
及
び
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
時
期
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

１ 

事
由 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健

機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。） 

２ 

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間 

一 

次
に
掲
げ
る
期
間
が
令
和
二
年
四
月
十
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
終
了
す
る
者
は
、
当
該
期
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
中
「
六
月
」
と

あ
る
の
は
「
十
月
」
と
、
「
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
四
月
」
と
、

「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
年
四
月
」
と
、
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
三

年
四
月
」
と
、
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
「
四
年
四
月
」
と
、「
事
業
年
度

終
了
後
三
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
年
度
終
了
後
七
月
以
内
」
と

す
る
。 
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⑴ 

冷
凍
保
安
規
則
第
四
十
条
第
二
項
（
同
規
則
第
四
十
一
条
第
二
項

及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
液
化
石
油
ガ
ス

保
安
規
則
第
七
十
七
条
第
二
項
（
同
規
則
第
七
十
八
条
第
二
項
及
び

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
一

般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
七
十
九
条
第
二
項
（
同
規
則
第
八
十
条
第

二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
三
十
四
条
第
二
項
（
同
規
則

第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
一
条
第
一
項
（
同
規
則
第

八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
製
造
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
製
造
の
方
法

等
に
関
す
る
技
術
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
第
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
保
安
検
査
を
受
け
、
又
は
自
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間 

⑵ 

冷
凍
保
安
規
則
第
四
十
四
条
第
三
項
、
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則

第
八
十
一
条
第
四
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
八
十
三
条
第
三

項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
定
期
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間 

⑶
・
⑷ 

［
略
］ 

二
・
三 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 

 

附附  

則則 

［
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
告
示
第
九
〇
号
］ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

火火
薬薬
類類
取取
締締
法法
施施
行行
規規
則則
等等
のの
規規
定定
にに
基基
づづ

くく
事事
由由
及及
びび
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
認認
めめ
るる
場場
合合

並並
びび
にに
経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
期期
間間
及及
びび

経経
済済
産産
業業
大大
臣臣
がが
定定
めめ
るる
期期
限限
をを
定定
めめ
るる
件件 

 

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）

第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
五
項
、
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四

十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
六
十
六
条
第
四
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス

保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
六
十
八
条
第
四

項
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
等
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第
十
条
第
二
項
た
だ

し
書
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十

八
号
）
第
二
十
七
条
第
四
項
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
二

十
三
条
第
四
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
、
第
三
十
七
条
第
一

号
た
だ
し
書
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
、

第
五
十
条
第
六
号
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
に
係
る
保
安
確
保
機

器
の
設
置
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
二
十

一
号
）
第
五
条
第
二
項
並
び
に
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産

業
省
令
第
九
十
六
号
）
第
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四

75



 

 
 

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
条
項
号
の
事
由
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
認
め

る
場
合
並
び
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
期
限
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

１ 

事
由
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
場
合 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健

機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。） 

２ 

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間 

一 

［
略
］ 

二 

次
に
掲
げ
る
期
間
が
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
者
は
、
当
該
期
間
を
令
和
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

⑴ 

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
三
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス

保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則

第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
係
員
及
び
保
安
主
任
者

に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間 

⑵ 

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
一
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス

保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
企
画
推
進
員
に
講
習
を

受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間 

⑶ 

［
略
］ 

三
～
六 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 

 

附附  

則則
［
令
和
二
年
六
月
二
六
日
告
示
第
一
四
〇
号
］ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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